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１ 本管理運営基準の位置付け 

本基準書は、「甲賀市野洲川児童公園（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う

業務の内容及び履行にあたり要求する一定の水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

地域住民の心身の健全な発達及び連帯意識の向上と市外の方々にも広く利用していた

だく事を目的として適正な施設運営を図ること。 

 

３ 施設の概要 

 名称 甲賀市野洲川児童公園 

所在地 甲賀市水口町水口６３７７番地 

施設の目的 都市公園 

施設内容 グラウンドゴルフ場（１６ホール） 

自由広場（友愛の森含む） 

管理棟（１棟）、トイレ、駐車場 など 

 

４ 業務の基準 

１）営業時間及び休園日 

 甲賀市野洲川児童公園 

営業時間 午前８時３０分～午後５時 

休園日 月曜日（ただし、月曜日が国民の祝日に関する 

法律に規定する休日に当たるときは、その翌日） 

１２月２９日から翌年１月３日まで 

 

２）使用の許可 

指定管理者は、甲賀市都市公園条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うこ

とができる。 

 

３）利用料 

（１）利用料金制の導入 

本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料金収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２）利用料の設定 

利用料金は、甲賀市都市公園条例の規定に従い、以下の金額を上限とし、市

と指定管理者の協議において定めるものとする。 

     ・１ラウンド １人につき ２００円（市内利用者）４００円（市外利用者） 

 

４）減免規定 

減免に関する事項は、市と指定管理者の協議において定めるものとする。 

 

５）その他の留意事項 

（１）災害対応 

１ 体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令される

ことが予想される場合には、速やかに「警戒態勢」をとり、建設管理課との円滑

かつ確実な連絡体制をとること。 

２ 応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

 

（２）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏ら

してはならない。また、個人情報の管理について「個人情報の保護に関する法律

（平成15年法律第57号）」を遵守し、適正な管理を行い、遺漏、紛失、棄損等の

ないよう必要な措置を講じなければならない。 

 

（３）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三者

へ漏らしてはならない。 

 

５ 関係法令の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する 

以下の法令等を遵守すること。 

（１）建築基準法 
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（２）建設業法 

（３）都市計画法 

（４）労働基準法 

（５）電気事業法 

（６）水道法 

（７）下水道法 

（８）水質汚濁防止法 

（９）消防法 

（10）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（11）個人情報の保護に関する法律 

（12）資源の有効な利用の促進に関する法律 

（13）エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律 

（14）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

（15）身体障害者福祉法 

（16）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

（17）甲賀市都市公園条例 

（18）甲賀市下水道条例 

（19）甲賀市公共下水道使用料条例 

（20）甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

（21）その他の関連法規等 

なお、上記に関する全ての関連施行令・規則等についても含むものとし、また本業務

を行うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令等についても遵守すること。 

また、法令等により資格を必要とする業務の場合は、各有資格者を選任すること。 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１）本施設の運営に関する業務 

１ 施設貸出・受付業務 

２ 展示業務 

３ 備品等貸出業務 

４ 広報宣伝業務 

５ 提案事業 
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２）本施設の維持管理に関する業務 

１ 建築物保守管理業務 

２ 建築設備保守管理業務 

３ 備品等保守管理業務 

４ 駐車場保守管理業務 

５ 清掃業務 

６ 外構保守管理業務 

７ 植栽管理業務 

８ 警備業務 

９ 廃棄物処理業務 

 

７ 本施設の運営に関する業務 

１）一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実施するにあたり、主に以下の点に留意した

上で、適切な業務の実施に努めること。 

１ 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

２ 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応する 

こと。 

３ 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本業務の質の向上への反映に努め

ること。 

 

２）施設貸出・受付業務 

主に以下の点に留意した上で、適切な利用の予約（以下「予約」という。）の貸

出・受付業務を実施すること。 

１ 予約受付の際には、利用しようとする者に関する必要な情報（代表者、人数、

利用日等）を正確に把握し、予約台帳等において適正に管理すること。 

２ 予約は、インターネット等を利用した円滑かつ確実な方法をとること。 

３ 予約のキャンセルや本施設の実際の利用にあたり、利用希望者との間で可能

な限り疑義が生じることのないよう、必要な情報の提供を正確に行うこと。 

４ 本施設を利用しようとする者に関しては、使用期日に利用券を購入し指定管

理者に提出するものとする。 

５ 利用しようとする者に対する指定管理者の承認は、特別の理由がある場合以

外は申し込み順によるものとする。 

６ 予約状況等に疑問及び不明な点等があった場合は、必要に応じて利用予定者
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に対して確認を行う等、適切な対応を実施し、無断キャンセル等の防止に努

め、本施設の有効活用に努めること。 

 

３）備品等貸出業務 

指定管理者は、本施設の利用上に必要な備品を利用者に貸し出すこと。 

 

４）広報宣伝業務 

本施設が公の施設として広く利用者に利用していただけるよう、インターネット

やマスコミ及び地域の情報紙などを活用し、本施設の情報を発信する等、適切な広

報宣伝業務を実施すること。 

 

５）提案事業 

指定管理者は、施設の設置目的を効果的に達成するため、提案事業を実施するこ

とができる。提案事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得

ること。 

提案事業の実施に際しては、指定管理者は本施設を無償で利用することができる。

提案事業で得た収入は、市の収入とするか当該提案事業経費又は指定管理経費に充

てるものとする。なお、特に本施設の設置目的等にふさわしくないと認められる内

容の事業提案については、市が当該事業の実施を認めないことがある。 

 

８ 本施設の維持管理に関する業務 

１）建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

１ 点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及び指

触等により行うものとする。 

２ 浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、直

ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度に応急

措置を講じ、市と協議の上、さらに適切な措置を執ること。 

３ 劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、特に

注意して点検を行うこと。 

４ 本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこと。 
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２）建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機

能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検、及び法定点検等を

実施するものとする。 

（１）運転・監視 

各運動施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効

率的に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対応

（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、設備系統ごとに定期的に必

要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能しないこと

が明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切な

対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３）備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

 

４）駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場を常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

１ 車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理等を

行うこと。 

２ 常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、必要

な点検・清掃を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

  また、利用者に路上駐車をしないように指導すること。 
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３ 積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

５）清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと 

する。 

１ 業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に有害

な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

２ 清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

３ 害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業するこ

と。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

４ 業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JISマーク商品等）

を用いること。 

５ 本施設で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積・処分

すること。 

 

６）外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

１ 外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

２ 部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・修

繕を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要な場合は、

適切な応急措置をとること。 

 

７）植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 

１ 利用者の安全を確保するとともに景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数等

を検討して作業を行うこと。 

２ 植物の良好な生育を保つため、病害虫防除や施肥など必要な作業を適切に行う

こと。なお、作業にあたっては利用者の安全確保を考慮すること。 

３ 枯損木や枯損枝は、早期発見に努めるとともに事故の原因となるようなものに

ついては速やかに処理を行うこと。 
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８）保安警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、夜間の定期的巡回やその他機械警備等、適切な警備業務を実施すること。 

 

９）環境衛生管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

１ 清掃業務において集積した廃棄物を本施設外に搬出し、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」等の関係法令等に準じて、許可業者との契約の上、適正に処理

すること。 

２ 空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、資源

の再生化に努めること。 

 

９ 本施設の経営管理に関する業務 

１）指定期間前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は、指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

１ 基本協定項目について市との協議及び基本協定の締結。 

２ 現行の管理運営業務の実施者からの業務引継ぎ。 

３ 施設の管理運営上必要な協議・届出等を行い、承認・許可等を得ること。 

４ 配置する職員等の確保、職員研修。 

５ その他指定管理業務を実施するための準備。 

 

２）業務計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、市長の承認を得ること。また、各年度中において当初の計

画から変更等が生じる場合には、変更届を作成し、その内容を市長に提出し、予め

承認を得ること。 

 

３）各年度協定 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結
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日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

１ 経理に関する事項（指定管理委託料等） 

２ その他業務実施上に必要とされる項目等 

４）業務報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した業務報告書を作成し、

速やかに建設管理課に提出しなければならない。 

１ 管理運営業務の実施状況に関する事項 

２ 施設の利用状況に関する事項 

３ 管理運営に要する経費の支出状況および決算に関する事項 

４ その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５）事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は建設管理課へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるも

のとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行うため、指定管理

者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の詳

細は、協定にて定めることとする。 

 

６）市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力するこ

と。 

 

７）指定管理期間終了後の引継業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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10 その他の重要事項 

１）光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２）修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、建設管理課に報告を行ない、対処方法

等に関し建設管理課と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、１件当たり、１０万円未満の修繕は指定管理者の負担と

し、その金額以上の修繕は市が負担することとする。ただし、指定管理者の責によ

る劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３）保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた損害賠償責任保険、市が所有する動

産・不動産に対する保険等のうち、必要な保険に加入すること。 

必要となる各種保険料は、市が支払う指定管理委託料に含まれるものとするが、

保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、加入・申請

にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準備する。 

 

４）再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、業務計画書に委託内容等

を記載すること。委託業者が決定した場合は、月業務報告書等により、請け負わせ

た者の商号又は名称その他必要な事項を報告すること。 

 

５）自主事業 

指定管理者は、指定管理業務の実施を妨げない範囲で自主事業を実施することが

できる。自主事業を実施しようとする場合は、予め自主事業に関する業務計画書を
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建設管理課に提出し、その承認を受けること。 

自主事業を実施する場合は、指定管理者の責任において実施し、指定管理施設を

使用する場合は、本施設管理条例に基づく使用許可又は甲賀市公有財産事務取扱規

則に基づく行政財産の使用許可を受け、その使用料も指定管理者が負担すること。 

 

６）その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、建設管理課と

協議の上、誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 

 

 

 



















様式第８号 

非公募による指定候補者の選定理由書 

 

施設名称 甲賀市甲賀中央公園 

非公募とする根拠 

【甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例】 

（公募によらない指定候補者の選定等） 

第５条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第２条

の規定による公募によらず指定候補者を選定することができる。 

（１） 指定施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認

められるとき。 

（２） 指定施設の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないと

き。 

（３） 指定管理者による管理を行っている指定施設（以下「指定管理施設」

という。）において、当該指定管理施設の指定管理者が引き続き管理を

行うことにより、当該指定管理施設に係る行政サービスの提供及び事

業効果が相当程度期待できるとき。 

（４） その他市長が指定施設の適正な運営を確保するために特に必要と認

めるとき。 

非公募とする具体

的理由 

当公園は、昭和５６年に体育館が完成し、順次公園整備を行い平

成３年に全ての施設が完成いたしました。また、びわこ国体の開催

を機に昭和５６年８月に『スポーツ都市宣言』を行い、旧甲賀町あ

げてスポーツ振興に力を注いでいます。そうした状況を踏まえて町

全体のスポーツ・レクリエーションの中心施設として、スポーツを

通じて住民の交流を図るコミュニティーの場を目指して計画され

た公園であります。 

また、市民が健康で生きがいを持って暮らすことができ、活発な交

流が出来るような町づくりを推進するための交流拠点施設と位置

づけており、市民の体力の向上、健康の増進並びに高齢者から子ど

もまでもが集える公園を目指し、地域の活性化を目指しています。 

 

 この公益財団法人甲賀創健文化振興事業団は、旧甲賀町が１０

０％出資したスポーツ・文化の振興を目的とした団体であり、運動

施設が多い当公園の維持管理・運営に適しており、また、旧甲賀町

の時から委託で管理・運営を行っている実績もあり、地域との係わ

りも多く最も指定管理者に適しているため、非公募とするものであ

る。 

指定候補者 公益財団法人甲賀創健文化振興事業団 



様式第８号 

上記指定候補者を

選ぶ理由 

公益財団法人甲賀創健文化振興事業団については、当公園と隣接す

る甲賀農村環境改善センター、甲賀 B&G海洋センター等の管理実績

があり、管理業務内容や施設の立地条件及び今日までの運営管理実

績からも、この度の指定管理者候補としてももっとも適任であると

考えられる。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「甲賀市甲賀中央公園」に関する指定管理者募集 
 

 

 

管理運営基準書 

（業務仕様書） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

令和５年９月 

甲賀市
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１ 本管理運営基準の位置付け 

本基本書は、「甲賀市甲賀中央公園（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業

務の内容及び履行にあたり要求する一定の水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

地域住民の心身の健全な発達及び連帯意識の向上と市外の方々にも広く利用していた

だく事を目的として適正な施設運営を図ること。 

 

３ 施設の概要 

 甲賀市甲賀中央公園 

 所在地  甲賀市甲賀町相模１２４番地７ 

 施設の目的  都市公園 

 施設内容 テニスコート（クレイ５面、全天候型４面） 

野球場・多目的グラウンド・体育館 

トレーニングルーム・集会所・共同福祉センター 

遊具等・レストハウス・駐車場・調整池・管理事務所 など 

 

４ 業務の基準 

１）営業時間及び休園日 

 甲賀市甲賀中央公園 

 営業時間 午前９時～午後１０時 

（全天候型テニスコートの照明設備は午後９時まで） 

 休園日 月曜日、１２月２７日から翌年の１月５日まで 

（共同福祉センターは、祝日・１２月２８日から翌年の

１月４日まで） 

 

２）使用の許可 

指定管理者は、甲賀市都市公園条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うこ

とができる。 

 

３）利用料 

（１）利用料金制の導入 
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本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料金収入は全て指定管理者の

収入とする。 

 

（２）利用料の設定 

利用料金は、甲賀市都市公園条例の規定に従い、以下の金額を上限とし、市

と指定管理者の協議において定めるものとする。 

 

〇テニスコート 

施設名 区分 １時間１面当たり金額（円） 

市内 市外 

人工芝コート 甲賀市甲賀中央公園 ― ６００ １，２００ 

照明設備 ― ３００ 

クレイコート 甲賀市甲賀中央公園 ― ３００ ６００ 

〇野球場 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

野球場 甲賀市甲賀中央公園野球場 ― １面 ８００ １，６００ 

〇グラウンド 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

グラウ

ンド 

甲賀市甲賀中央公園多目的グ

ラウンド 

― １面 ３５０ ７００ 

１／２面 ２００ ４００ 

〇体育館 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

アリーナ 甲賀市甲賀中央公園体育館 １面 ４５０ ９００ 

１／２面 ３００ ６００ 

照明設備 甲賀市甲賀中央公園体育館 １面 ６００ 

１／２面 ３００ 

 

〇会議室 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市甲賀中央

公園 

集会所 ３００ ６００ 

レストハウス ３００ ６００ 

共同福祉センター研修室 ３００ ６００ 

共同福祉センター大会議室 ４５０ ９００ 

共同福祉センター和室 ２００ ４００ 

 

４）減免規定 

減免に関する事項は、市と指定管理者の協議において定めるものとする。 
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５）その他の留意事項 

（１）災害対応 

１ 体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令される

ことが予想される場合には、速やかに「警戒態勢」をとり、建設管理課との円滑

かつ確実な連絡体制をとること。 

２ 応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

 

（２）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏ら

してはならない。また、個人情報の管理について「個人情報の保護に関する法律

（平成15年5月30日法律第57号）」を遵守し、適正な管理を行い、遺漏、紛失、棄

損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

 

（３）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三者

へ漏らしてはならない。 

 

５ 関係法令の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する 

以下の法令等を遵守すること。 

（１）建築基準法 

（２）建設業法 

（３）都市計画法 

（４）労働基準法 

（５）電気事業法 

（６）水道法 

（７）下水道法 

（８）水質汚濁防止法 

（９）消防法 

（10）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
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（11）個人情報の保護に関する法律 

（12）資源の有効な利用の促進に関する法律 

（13）エネルギーの利用の合理化に関する法律 

（14）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

（15）身体障害者福祉法 

（16）精神保健及び障害者福祉に関する法律 

（17）甲賀市都市公園条例 

（18）甲賀市下水道条例 

（19）甲賀市公共下水道使用料条例 

（20）甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

（21）その他の関連法規等 

なお、上記に関する全ての関連施行令・規則等についても含むものとし、また本業務

を行うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令等についても遵守すること。 

また、法令等により資格を必要とする業務の場合は、各有資格者を選任すること。 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１）本施設の運営に関する業務 

１ 施設貸出・受付業務 

２ 展示業務 

３ 備品等貸出業務 

４ 広報宣伝業務 

５ 提案事業 

 

２）本施設の維持管理に関する業務 

１ 建築物保守管理業務 

２ 建築設備保守管理業務 

３ 備品等保守管理業務 

４ 駐車場保守管理業務 

５ 清掃業務 

６ 外構保守管理業務 

７ 植栽管理業務 

８ 警備業務 

９ 廃棄物処理業務 
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７ 本施設の運営に関する業務 

１）一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実施するにあたり、主に以下の点に留意した

上で、適切な業務の実施に努めること。 

１ 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

２ 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応する 

こと。 

３ 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本業務の質の向上への反映に努め

ること。 

 

２）施設貸出・受付業務 

主に以下の点に留意した上で、適切な利用の予約（以下「予約」という。）の貸

出・受付業務を実施すること。 

１ 予約受付の際には、利用しようとする者に関する必要な情報（代表者、人数、

利用日等）を正確に把握し、予約台帳等において適正に管理すること。 

２ 予約は、インターネット等を利用した円滑かつ確実な方法をとること。 

３ 予約のキャンセルや本施設の実際の利用にあたり、利用希望者との間で可能

な限り疑義が生じることのないよう、必要な情報の提供を正確に行うこと。 

４ 本施設を利用しようとする者に関しては、使用期日の５日前までに規定の申

請書の提出を受けるものとする。指定管理者は当該申請書の内容を審査し、

支障がないと認めたときには、規定の承認書を利用しようとする者に対して

交付するものとする。 

５ 利用しようとする者に対する指定管理者の承認は、特別の理由がある場合以

外は申し込み順によるものとする。 

６ 予約状況等に疑問及び不明な点等があった場合は、必要に応じて利用予定者

に対して確認を行う等、適切な対応を実施し、無断キャンセル等の防止に努

め、本施設の有効活用に努めること。 

 

３）展示業務 

指定管理者は、本施設において定常的に展示サービスを提供し、利用者への接客

を積極的に行い、利用者の啓発に努めること。また、事業評価の結果や利用ニーズ

等を踏まえ、広報、接客、事業活動等を通じて積極的に利用者の増加に努めること。 

指定期間中は、現状の展示物を常設展示として予定しているが、常設展示の展示

替え・企画展示の開催について、指定管理者は積極的な提案を行い、市と協議の上、
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展示サービス、利用者満足向上のためのサービス提供を行うこと。 

展示物については、適宜、簡易清掃を行い、美観の向上に努め、また機械機器等

の展示物については適切な点検・保守・修繕を行うこと。 

 

４）備品等貸出業務 

指定管理者は、本施設の利用上に必要な備品を利用者に貸し出すこと。 

 

５）広報宣伝業務 

本施設が公の施設として広く利用者に利用していただけるよう、インターネット

やマスコミ及び地域の情報紙などを活用し、本施設の情報を発信する等、適切な広

報宣伝業務を実施すること。 

 

６）提案事業 

指定管理者は、施設の設置目的を効果的に達成するため、提案事業を実施するこ

とができる。提案事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得

ること。 

提案事業の実施に際しては、指定管理者は本施設を無償で利用することができる。

提案事業で得た収入は、市の収入とするか当該提案事業経費又は指定管理経費に充

てるものとする。なお、特に本施設の設置目的等にふさわしくないと認められる内

容の事業提案については、市が当該事業の実施を認めないことがある。 

 

７）自主事業 

指定管理者は、施設の利用者が本施設を快適に利用することができるよう、物品

販売や自動販売機の設置・運営等、効果的な自主事業を実施することができる。自

主事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得ること。 

自主事業を実施することによる経費はすべて指定管理者の負担とし、責任の所在

はすべて指定管理者にあるものとする。 

なお、自主事業を実施する場合には、あらかじめ市と協議し、原則、施設の使用

許可（設置目的内）あるいは目的外使用許可（設置目的外）を受け、利用料もしく

は使用料を支払わなければならない。 
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８ 本施設の維持管理に関する業務 

１）建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

１ 点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及び指

触等により行うものとする。 

２ 浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、直

ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度に応急

措置を講じ、市と協議の上、さらに適切な措置を執ること。 

３ 劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、特に

注意して点検を行うこと。 

４ 本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこと。 

２）建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機

能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検、及び法定点検等を

実施するものとする。 

（１）運転・監視 

各運動施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効

率的に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対応

（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、設備系統ごとに定期的に必

要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能しないこと

が明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切な

対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 
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３）備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

 

４）駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場を常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

１ 車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理等を

行うこと。 

２ 常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、必要

な点検・清掃を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

３ 積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

５）清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

なお、客室の清掃に関しては客室業務の一部として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

するなお、浴場に関する衛生管理業務は別途その内容を規定する。 

１ 業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に有害

な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

２ 清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

３ 害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業するこ

と。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

４ 業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JISマーク商品等）

を用いること。 

５ 本施設で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積するこ

と。 

 

６）外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

１ 外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 
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２ 部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・修

繕を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要な場合は、

適切な応急措置をとること。 

 

７）植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 

１ 利用者の安全を確保するとともに景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数等

を検討して作業を行うこと。 

２ 植物の良好な生育を保つため、病害虫防除や施肥など必要な作業を適切に行う

こと。なお、作業にあたっては利用者の安全確保を考慮すること。 

３ 枯損木や枯損枝は、早期発見に努めるとともに事故の原因となるようなものに

ついては速やかに処理を行うこと。 

 

８）保安警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、夜間の定期的巡回やその他機械警備等、適切な警備業務を実施すること。 

 

９）環境衛生管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

１ 清掃業務において集積した廃棄物を本施設外に搬出し、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」等の関係法令等に準じて、許可業者との契約の上、適正に処理

すること。 

２ 空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、資源

の再生化に努めること。 

 

９ 本施設の経営管理に関する業務 

１）指定期間前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は、指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

１ 基本協定項目について市との協議及び基本協定の締結。 

２ 現行の管理運営業務の実施者からの業務引継ぎ。 
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３ 施設の管理運営上必要な協議・届出等を行い、承認・許可等を得ること。 

４ 配置する職員等の確保、職員研修。 

５ その他指定管理業務を実施するための準備。 

 

２）業務計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、市長の承認を得ること。また、各年度中において当初の計

画から変更等が生じる場合には、変更届を作成し、その内容を市長に提出し、予め

承認を得ること。 

 

３）各年度協定 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

１ 経理に関する事項（指定管理委託料等） 

２ その他業務実施上に必要とされる項目等 

４）業務報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した業務報告書を作成し、

速やかに建設管理課に提出しなければならない。 

１ 管理運営業務の実施状況に関する事項 

２ 施設の利用状況に関する事項 

３ 管理運営に要する経費の支出状況および決算に関する事項 

４ その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５）事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は建設管理課へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるも

のとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行うため、指定管理

者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の詳
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細は、協定にて定めることとする。 

 

６）市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力するこ

と。 

 

７）指定管理期間終了後の引継業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 

 

10 その他の重要事項 

１）光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２）修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、建設管理課に報告を行ない、対処方法

等に関し建設管理課と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、１件当たり、４０万円未満の修繕は指定管理者の負担と

し、その金額を超える修繕は市が負担することとする。ただし、指定管理者の責に

よる劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３）保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた損害賠償責任保険、市が所有する動

産・不動産に対する保険等のうち、必要な保険に加入すること。 

必要となる各種保険料は、市が支払う指定管理委託料に含まれるものとするが、

保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、加入・申請
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にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準備する。 

 

４）再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、業務計画書に委託内容等

を記載すること。委託業者が決定した場合は、月業務報告書等により、請け負わせ

た者の商号又は名称その他必要な事項を報告すること。 

 

５）自主事業 

指定管理者は、本施設の設置目的に合致し、指定管理業務の実施を妨げない範囲

で自主事業を実施することができる。自主事業を実施しようとする場合は、予め自

主事業に関する業務計画書を建設管理課に提出し、その承認を受けること。 

自主事業を実施する場合は、指定管理者の責任において実施し、指定管理施設を

使用する場合は、その利用料金も指定管理者が負担すること。 

 

６）その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、建設管理課と

協議の上、誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 

 

 

 



様式第９号 指定管理者の公共サービス履行等に関する評価調書

【評価者　所属　職　氏名：　建設管理課　課長補佐　大谷浩志　】

【評価日：　　　令和 ５年　６月　１４日】

49,515 56,179 57,709

¥1,304,400 ¥1,570,680 ¥1,516,100

¥14,052,250 ¥14,807,000 ¥14,807,000

その他収入 ¥237,715 ¥225,265 ¥626,445

¥15,646,439 ¥16,714,734 ¥16,949,584

６．確認事項 確認の視点・資料等に〇 評価 特記事項

業務計画書、人員配置計画書、
日報、最低賃金支給、実地調査 Ｂ

勤務表、資格表、実地調査
Ｂ

業務計画書、日報、実地調査
Ｃ 予算上、最低限の人員及び草刈等危険な作

業を伴うことから現在は見送りをしている

業務計画書、日報、研修関係資
料、訓練記録等、実地調査 Ｂ 消防訓練等の実施

使用料・
利用料

業務計画書、業務報告書（月
次）、日報、経理書類、減免基
準、実地調査

Ｂ

事故記録等、業務計画書、実地
調査 Ｂ
業務計画書、日報、実地調査、
緊急時対応マニュアル Ｂ 消防訓練等の実施

個人情報保護 Ｂ

情報公開 Ｂ

Ｂ

Ｂ

法令順守
協定書、実地調査、

Ｂ

施設管理
協議書類、日報

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

日報、点検結果等関係書類、
（実地調査）
車検証、エレベータ、自動ドア、ボ
イラー、消防設備、法定建築物等点検、修繕等の履歴を適切に整備・保管して

いるか

関係法令、条例等を順守しているか

管理運営基準書に従い、開館日や開館時間
等を遵守しているか

緊急対応

事故、災害等の緊急時の連絡体制が確保さ
れているか

緊急時のマニュアルを整備し、定期的に訓練
等を行うなど、職員への指導を実施している
か

個人情報の管理は適正に行われているか
協定書、管理方法（実地調査）

協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表
する体制が整っているか

５．評価対象期間 令和4年4月1日～令和5年3月31日

評価項目及び評価の基準

Ⅰ
　
業
務
の
履
行
状
況

人員体制

業務計画書に沿った人員を配置しているか

必要な資格、経験を有する職員を確保してい
るか

障がい者の雇用促進に努めているか

人権研修、業務に必要な研修を実施している
か

利用者からの料金徴収や現金管理等が適切
に実施されているか

第三者委託

指定管理者から第三者への委託が行われて
いる場合、適正な手続きで実施されているか

業務発注書類、
契約書、業務計画書、日報、実
地調査、廃棄物の適正処理にか
かる事項、その他点検業務等指定管理者が再委託している業務の範囲は

適正か

指定管理者は、受託者から業務の報告等を
受けているか

　《Ⅰ総括》　業務の実施体制に関する評価　

管理記録
業務日誌等を適切に整備し保管しているか

収支 ¥-52,074 ¥-111,789 ¥-39

４．指定期間 令和3年4月1日～令和6年3月31日

指定管理料

収入計 ¥15,594,365 ¥16,602,945 ¥16,949,545

支出計

１．施設名 甲賀市甲賀中央公園

２．指定管理者名 公益財団法人甲賀創健文化振興事業団　代表理事　西田貞夫

延べ利用者数

利用料金収入

３．利用状況等（人・円） 令和２年度 令和３年度 令和４年度



６．確認事項 確認の視点・資料等に〇 評価 特記事項評価項目及び評価の基準

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

苦情等の対応 Ｂ

Ｂ

Ｂ

利用案内 Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

収支状況
業務計画書、業務報告書、団体
又は法人の経営状況がわかる財
務書類

Ｂ

Ａ
金属類売却等、経費削減に
取り組んでいる。

Ｂ

Ｂ

その他 Ｂ

Ｂ

Ｂ総合評価 《Ⅰ～Ⅳ総括》による総合評価

総合コメント
特記事項等
（成果・課題）

総合的に、経営に関する取り組みが確認できた。また、研修についても、全員が参集できる
日時を設定するなど、業務遂行の取り組みについては、評価できる。

基本協定書、管理運営基準書、
業務計画書、実地調査

清掃、警備、保守点検、修繕等の再委託が適
切な水準、内容で実施されているか

　　《Ⅲ総括》経費の収支等に関する評価　

Ⅳ
そ
の
他

　施設の特性において検討すべき点（施設の目
的の達成状況）

　　《Ⅳ総括》　その他に関する評価

　　《Ⅱ総括》業務の内容・水準に関する評価　

Ⅲ
　
継
続
性
・
安
定
性

経理事務

通帳の明細、帳簿等を備え、適切に経理事務
を行っているか

預金通帳、出納帳、利用申請
書、減免申請書、実地調査（金庫
等）

経理区分を設け、指定管理料を適正に執行し
ているか

料金徴収、減免、還付の手続きを適切に処理
しているか

収支状況が対前年度同期及び当初の目標に
照らし、　妥当な水準であるか

経費削減の
取組

経費削減に向けた取り組みを積極的に実施し
ているか

Ⅱ
　
サ
ー

ビ
ス
の
質

維持管理

管理運営基準書に従い、清掃、警備、衛生管
理等を適切に行っているか

協定書、管理運営基準書、備品
台帳、点検結果、実地調査

管理運営基準書に従い、施設・設備の保守管
理を適切に行っているか

備品台帳を整備し、備品を適切に管理してい
るか

協定書等に従い、適切に修繕を行っているか

パンフレット、ホームページ、実地
調査

ホームページ等による施設の案内を実施して
いるか

利用方法をわかりやすく説明できる仕組みが
構築されているか

事業運営

事業計画書に即し、受託事業を実施している
か

業務計画書、業務報告書、自主
事業計画書、自主事業報告書、
実地調査

施設の目的に沿って、自主事業を実施してい
るか

利用許可、案内等を迅速かつ適切に行ってい
るか

利用者に対して設備、備品等を適切に提供し
ているか

服装、態度等の接遇について適切であるか

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立
しているか

情報提供

施設案内、事業の開催案内等のパンフレット
類を整備し、情報発信に努めているか

利用者対応

要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応
し、可能なものは管理運営に反映しているか

業務マニュアル、意見・苦情等受
付簿、アンケート、実地調査

























様式第８号 

非公募による指定候補者の選定理由書 

 

施設名称 甲賀市鹿深夢の森 

非公募とする根拠 

【甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例】 

（公募によらない指定候補者の選定等） 

第５条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第２条

の規定による公募によらず指定候補者を選定することができる。 

（１） 指定施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認

められるとき。 

（２） 指定施設の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないと

き。 

（３） 指定管理者による管理を行っている指定施設（以下「指定管理施設」

という。）において、当該指定管理施設の指定管理者が引き続き管理を

行うことにより、当該指定管理施設に係る行政サービスの提供及び事

業効果が相当程度期待できるとき。 

（４） その他市長が指定施設の適正な運営を確保するために特に必要と認

めるとき。 

非公募とする具体

的理由 

当公園は、平成５年から整備工事を開始し平成７年に完成いたし

ました。この鹿深夢の森は、２１世紀を展望した『すこやかタウン

甲賀・活力交流のまち』の実現を目指し『新しい町の顔』を創り出

すことを目的とし整備をされました。 

 『鹿深夢の庭』は、公園の中央に位置し、豊かな自然を想像させ

る緑を取り入れた広々とした広場であり、人々が気軽に運動ができ

る広場、くつろぎの空間として利用され、広域的に集客力のある四

季折々のイベントを定期的に行う事が可能となり、イベントや大型

のコンビネーション遊具も設置しており、高齢者から子どもまでの

異年齢の方々が集える場所でもあることから、この公園を通して住

民の交流を図るコミュニティーの場を目指して計画された公園で

あります。 

 

この公益財団法人甲賀創健文化振興事業団は、旧甲賀町が１００％

出資したスポーツ・文化の振興を目的とした団体であり、運動・文

化施設が多い当公園の維持管理・運営に適しており、また、旧甲賀

町の時から委託で管理・運営を行っている実績もあり、地域との係

わりも多く最も指定管理者に適しているため、非公募とするもので

ある。 

指定候補者 公益財団法人甲賀創健文化振興事業団 



様式第８号 

上記指定候補者を

選ぶ理由 

公益財団法人甲賀創健文化振興事業団については、当公園と隣接す

る甲賀農村環境改善センター、甲賀 B&G海洋センター等の管理実績

があり、管理業務内容や施設の立地条件及び今日までの運営管理実

績からも、この度の指定管理者候補としてももっとも適任であると

考えられる。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「甲賀市鹿深夢の森」に関する指定管理者募集 
 

 

 

管理運営基準書 

（業務仕様書） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

令和５年９月 

甲賀市
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１ 本管理運営基準の位置付け 

本基本書は、「甲賀市鹿深夢の森（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務

の内容及び履行にあたり要求する一定の水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

地域住民の心身の健全な発達及び連帯意識の向上と市外の方々にも広く利用していた

だく事を目的として適正な施設運営を図ること。 

 

３ 施設の概要 

 甲賀市鹿深夢の森 

 所在地 甲賀市甲賀町大久保５００番地 

 施設の目的  都市公園 

 施設内容 甲賀匠の里・夢の庭・公衆便所一箇所・駐車場・遊具 

照明施設・敷地内の外溝、給水、下水道、電気設備 

その他施設及び設備・車庫 等 

 

４ 業務の基準 

１）営業時間及び休園日 

 甲賀市鹿深夢の森 

 営業時間 午前９時～午後１０時（夢の庭は午前９時～午後６時） 

 休園日 月曜日、１２月２７日から翌年１月５日まで 

 

２）使用の許可 

指定管理者は、甲賀市都市公園条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うこ

とができる。 

 

３）利用料 

（１）利用料金制の導入 

本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料金収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２）利用料の設定 

利用料金は、甲賀市都市公園条例の規定に従い、以下の金額を上限とし、市

と指定管理者の協議において定めるものとする。 

 
〇会議室 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市鹿深夢の森 甲賀匠の里作業室 ３００ ６００ 

甲賀匠の里和室 ２５０ ５００ 

甲賀匠の里茶室 ２００ ４００ 

〇野外広場 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

甲賀市鹿深夢の森 夢の庭 午前９時から午後６時まで １，０００ 

 

４）減免規定 

減免に関する事項は、市と指定管理者の協議において定めるものとする。 

 

５）その他の留意事項 

（１）災害対応 

１ 体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令される

ことが予想される場合には、速やかに「警戒態勢」をとり、建設管理課との円滑

かつ確実な連絡体制をとること。 

２ 応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

 

（２）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏ら

してはならない。また、個人情報の管理について「個人情報の保護に関する法律

（平成15年5月30日法律第57号）」を遵守し、適正な管理を行い、遺漏、紛失、棄

損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

 

（３）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三者

へ漏らしてはならない。 
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５ 関係法令の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する 

以下の法令等を遵守すること。 

（１）建築基準法 

（２）建設業法 

（３）都市計画法 

（４）労働基準法 

（５）電気事業法 

（６）水道法 

（７）下水道法 

（８）水質汚濁防止法 

（９）消防法 

（10）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（11）個人情報の保護に関する法律 

（12）資源の有効な利用の促進に関する法律 

（13）エネルギーの利用の合理化に関する法律 

（14）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

（15）身体障害者福祉法 

（16）精神保健及び障害者福祉に関する法律 

（17）甲賀市都市公園条例 

（18）甲賀市下水道条例 

（19）甲賀市公共下水道使用料条例 

（20）甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

（21）その他の関連法規等 

なお、上記に関する全ての関連施行令・規則等についても含むものとし、また本業務

を行うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令等についても遵守すること。 

また、法令等により資格を必要とする業務の場合は、各有資格者を選任すること。 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１）本施設の運営に関する業務 

１ 施設貸出・受付業務 

２ 展示業務 
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３ 備品等貸出業務 

４ 広報宣伝業務 

５ 提案事業 

 

２）本施設の維持管理に関する業務 

１ 建築物保守管理業務 

２ 建築設備保守管理業務 

３ 備品等保守管理業務 

４ 駐車場保守管理業務 

５ 清掃業務 

６ 外構保守管理業務 

７ 植栽管理業務 

８ 警備業務 

９ 廃棄物処理業務 

 

７ 本施設の運営に関する業務 

１）一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実施するにあたり、主に以下の点に留意した

上で、適切な業務の実施に努めること。 

１ 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

２ 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応する 

こと。 

３ 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本業務の質の向上への反映に努め

ること。 

 

２）施設貸出・受付業務 

主に以下の点に留意した上で、適切な利用の予約（以下「予約」という。）の貸

出・受付業務を実施すること。 

１ 予約受付の際には、利用しようとする者に関する必要な情報（代表者、人数、

利用日等）を正確に把握し、予約台帳等において適正に管理すること。 

２ 予約は、インターネット等を利用した円滑かつ確実な方法をとること。 

３ 予約のキャンセルや本施設の実際の利用にあたり、利用希望者との間で可能

な限り疑義が生じることのないよう、必要な情報の提供を正確に行うこと。 
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４ 本施設を利用しようとする者に関しては、使用期日の５日前までに規定の申

請書の提出を受けるものとする。指定管理者は当該申請書の内容を審査し、

支障がないと認めたときには、規定の承認書を利用しようとする者に対して

交付するものとする。 

５ 利用しようとする者に対する指定管理者の承認は、特別の理由がある場合以

外は申し込み順によるものとする。 

６ 予約状況等に疑問及び不明な点等があった場合は、必要に応じて利用予定者

に対して確認を行う等、適切な対応を実施し、無断キャンセル等の防止に努

め、本施設の有効活用に努めること。 

 

３）展示業務 

指定管理者は、本施設において定常的に展示サービスを提供し、利用者への接客

を積極的に行い、利用者の啓発に努めること。また、事業評価の結果や利用ニーズ

等を踏まえ、広報、接客、事業活動等を通じて積極的に利用者の増加に努めること。 

指定期間中は、現状の展示物を常設展示として予定しているが、常設展示の展示

替え・企画展示の開催について、指定管理者は積極的な提案を行い、市と協議の上、

展示サービス、利用者満足向上のためのサービス提供を行うこと。 

展示物については、適宜、簡易清掃を行い、美観の向上に努め、また機械機器等

の展示物については適切な点検・保守・修繕を行うこと。 

 

４）備品等貸出業務 

指定管理者は、本施設の利用上に必要な備品を利用者に貸し出すこと。 

 

５）広報宣伝業務 

本施設が公の施設として広く利用者に利用していただけるよう、インターネット

やマスコミ及び地域の情報紙などを活用し、本施設の情報を発信する等、適切な広

報宣伝業務を実施すること。 

 

６）提案事業 

指定管理者は、施設の設置目的を効果的に達成するため、提案事業を実施するこ

とができる。提案事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得

ること。 

提案事業の実施に際しては、指定管理者は本施設を無償で利用することができる。
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提案事業で得た収入は、市の収入とするか当該提案事業経費又は指定管理経費に充

てるものとする。なお、特に本施設の設置目的等にふさわしくないと認められる内

容の事業提案については、市が当該事業の実施を認めないことがある。 

 

７）自主事業 

指定管理者は、施設の利用者が本施設を快適に利用することができるよう、物品

販売や自動販売機の設置・運営等、効果的な自主事業を実施することができる。自

主事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得ること。 

自主事業を実施することによる経費はすべて指定管理者の負担とし、責任の所在

はすべて指定管理者にあるものとする。 

なお、自主事業を実施する場合には、あらかじめ市と協議し、原則、施設の使用

許可（設置目的内）あるいは目的外使用許可（設置目的外）を受け、利用料もしく

は使用料を支払わなければならない。 

 

８ 本施設の維持管理に関する業務 

１）建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

１ 点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及び指

触等により行うものとする。 

２ 浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、直

ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度に応急

措置を講じ、市と協議の上、さらに適切な措置を執ること。 

３ 劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、特に

注意して点検を行うこと。 

４ 本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこと。 

２）建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機

能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検、及び法定点検等を

実施するものとする。 

（１）運転・監視 
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各運動施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効

率的に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対応

（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、設備系統ごとに定期的に必

要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能しないこと

が明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切な

対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３）備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

 

４）駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場を常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

１ 車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理等を

行うこと。 

２ 常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、必要

な点検・清掃を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

３ 積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

５）清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

なお、客室の清掃に関しては客室業務の一部として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

するなお、浴場に関する衛生管理業務は別途その内容を規定する。 
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１ 業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に有害

な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

２ 清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

３ 害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業するこ

と。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

４ 業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JISマーク商品等）

を用いること。 

５ 本施設で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積するこ

と。 

 

６）外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

１ 外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

２ 部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・修

繕を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要な場合は、

適切な応急措置をとること。 

 

７）植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 

１ 利用者の安全を確保するとともに景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数等

を検討して作業を行うこと。 

２ 植物の良好な生育を保つため、病害虫防除や施肥など必要な作業を適切に行う

こと。なお、作業にあたっては利用者の安全確保を考慮すること。 

３ 枯損木や枯損枝は、早期発見に努めるとともに事故の原因となるようなものに

ついては速やかに処理を行うこと。 

 

８）保安警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、夜間の定期的巡回やその他機械警備等、適切な警備業務を実施すること。 
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９）環境衛生管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

１ 清掃業務において集積した廃棄物を本施設外に搬出し、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」等の関係法令等に準じて、許可業者との契約の上、適正に処理

すること。 

２ 空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、資源

の再生化に努めること。 

 

９ 本施設の経営管理に関する業務 

１）指定期間前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は、指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

１ 基本協定項目について市との協議及び基本協定の締結。 

２ 現行の管理運営業務の実施者からの業務引継ぎ。 

３ 施設の管理運営上必要な協議・届出等を行い、承認・許可等を得ること。 

４ 配置する職員等の確保、職員研修。 

５ その他指定管理業務を実施するための準備。 

 

２）業務計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、市長の承認を得ること。また、各年度中において当初の計

画から変更等が生じる場合には、変更届を作成し、その内容を市長に提出し、予め

承認を得ること。 

 

３）各年度協定 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

１ 経理に関する事項（指定管理委託料等） 

２ その他業務実施上に必要とされる項目等 



 

 

10 

 

４）業務報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した業務報告書を作成し、

速やかに建設管理課に提出しなければならない。 

１ 管理運営業務の実施状況に関する事項 

２ 施設の利用状況に関する事項 

３ 管理運営に要する経費の支出状況および決算に関する事項 

４ その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５）事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は建設管理課へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるも

のとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行うため、指定管理

者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の詳

細は、協定にて定めることとする。 

 

６）市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力するこ

と。 

 

７）指定管理期間終了後の引継業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 

 

10 その他の重要事項 

１）光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 
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２）修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、建設管理課に報告を行ない、対処方法

等に関し建設管理課と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、１件当たり、３０万円未満の修繕は指定管理者の負担と

し、その金額を超える修繕は市が負担することとする。ただし、指定管理者の責に

よる劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３）保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた損害賠償責任保険、市が所有する動

産・不動産に対する保険等のうち、必要な保険に加入すること。 

必要となる各種保険料は、市が支払う指定管理委託料に含まれるものとするが、

保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、加入・申請

にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準備する。 

 

４）再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、業務計画書に委託内容等

を記載すること。委託業者が決定した場合は、月業務報告書等により、請け負わせ

た者の商号又は名称その他必要な事項を報告すること。 

 

５）自主事業 

指定管理者は、本施設の設置目的に合致し、指定管理業務の実施を妨げない範囲

で自主事業を実施することができる。自主事業を実施しようとする場合は、予め自

主事業に関する業務計画書を建設管理課に提出し、その承認を受けること。 

自主事業を実施する場合は、指定管理者の責任において実施し、指定管理施設を

使用する場合は、その利用料金も指定管理者が負担すること。 
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６）その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、建設管理課と

協議の上、誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 

 

 



様式第９号 指定管理者の公共サービス履行等に関する評価調書

【評価者　所属　職　氏名：　建設管理課　課長補佐　大谷浩志　】

【評価日：　　　令和 ５年　６月　１４日】

2,887 3,939 9,935

¥15,700 ¥13,560 ¥11,600

¥9,950,527 ¥10,683,000 ¥10,683,000

その他収入 ¥87,615 ¥1,132,082 ¥468,288

¥10,057,712 ¥11,343,593 ¥11,162,970

６．確認事項 確認の視点・資料等に〇 評価 特記事項

業務計画書、人員配置計画書、
日報、最低賃金支給、実地調査 Ａ

植樹祭を受け、雇用期間の
延長

勤務表、資格表、実地調査
Ｂ

業務計画書、日報、実地調査
Ｃ 予算上、最低限の人員及び草刈等危険な作

業を伴うことから現在は見送りをしている

業務計画書、日報、研修関係資
料、訓練記録等、実地調査 Ｂ 消防訓練等の実施

使用料・
利用料

業務計画書、業務報告書（月
次）、日報、経理書類、減免基
準、実地調査

Ｂ

事故記録等、業務計画書、実地
調査 Ｂ
業務計画書、日報、実地調査、
緊急時対応マニュアル Ｂ 消防訓練等の実施

個人情報保護 Ｂ

情報公開 Ｂ

Ｂ

Ｂ

法令順守
協定書、実地調査、

Ｂ

施設管理
協議書類、日報

Ｂ

Ｂ 当年度はなし

Ｂ 当年度はなし

Ｂ 当年度はなし

Ｂ

日報、点検結果等関係書類、
（実地調査）
車検証、エレベータ、自動ドア、ボ
イラー、消防設備、法定建築物等点検、修繕等の履歴を適切に整備・保管して

いるか

関係法令、条例等を順守しているか

管理運営基準書に従い、開館日や開館時間
等を遵守しているか

緊急対応

事故、災害等の緊急時の連絡体制が確保さ
れているか

緊急時のマニュアルを整備し、定期的に訓練
等を行うなど、職員への指導を実施している
か

個人情報の管理は適正に行われているか
協定書、管理方法（実地調査）

協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表
する体制が整っているか

５．評価対象期間 令和4年4月1日～令和5年3月31日

評価項目及び評価の基準

Ⅰ
　
業
務
の
履
行
状
況

人員体制

業務計画書に沿った人員を配置しているか

必要な資格、経験を有する職員を確保してい
るか

障がい者の雇用促進に努めているか

人権研修、業務に必要な研修を実施している
か

利用者からの料金徴収や現金管理等が適切
に実施されているか

第三者委託

指定管理者から第三者への委託が行われて
いる場合、適正な手続きで実施されているか

業務発注書類、
契約書、業務計画書、日報、実
地調査、廃棄物の適正処理にか
かる事項、その他点検業務等指定管理者が再委託している業務の範囲は

適正か

指定管理者は、受託者から業務の報告等を
受けているか

　《Ⅰ総括》　業務の実施体制に関する評価　

管理記録
業務日誌等を適切に整備し保管しているか

収支 ¥-3,870 ¥485,049 ¥-82

４．指定期間 令和3年4月1日～令和6年3月31日

指定管理料

収入計 ¥10,053,842 ¥11,828,642 ¥11,162,888

支出計

１．施設名 甲賀市鹿深夢の森

２．指定管理者名 公益財団法人甲賀創健文化振興事業団　代表理事　西田貞夫

延べ利用者数

利用料金収入

３．利用状況等（人・円） 令和２年度 令和３年度 令和４年度



６．確認事項 確認の視点・資料等に〇 評価 特記事項評価項目及び評価の基準

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

苦情等の対応 Ｂ

Ｂ

Ｂ

利用案内 Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

収支状況
業務計画書、業務報告書、団体
又は法人の経営状況がわかる財
務書類

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

その他 Ｂ

Ｂ

Ｂ総合評価 《Ⅰ～Ⅳ総括》による総合評価

総合コメント
特記事項等
（成果・課題）

総合的に、経営に関する取り組みが確認できた。また、研修についても、全員が参集できる
日時を設定するなど、業務遂行の取り組みについては、評価できる。

基本協定書、管理運営基準書、
業務計画書、実地調査

清掃、警備、保守点検、修繕等の再委託が適
切な水準、内容で実施されているか

　　《Ⅲ総括》経費の収支等に関する評価　

Ⅳ
そ
の
他

　施設の特性において検討すべき点（施設の目
的の達成状況）

　　《Ⅳ総括》　その他に関する評価

　　《Ⅱ総括》業務の内容・水準に関する評価　

Ⅲ
　
継
続
性
・
安
定
性

経理事務

通帳の明細、帳簿等を備え、適切に経理事務
を行っているか

預金通帳、出納帳、利用申請
書、減免申請書、実地調査（金庫
等）

経理区分を設け、指定管理料を適正に執行し
ているか

料金徴収、減免、還付の手続きを適切に処理
しているか

収支状況が対前年度同期及び当初の目標に
照らし、　妥当な水準であるか

経費削減の
取組

経費削減に向けた取り組みを積極的に実施し
ているか

Ⅱ
　
サ
ー

ビ
ス
の
質

維持管理

管理運営基準書に従い、清掃、警備、衛生管
理等を適切に行っているか

協定書、管理運営基準書、備品
台帳、点検結果、実地調査

管理運営基準書に従い、施設・設備の保守管
理を適切に行っているか

備品台帳を整備し、備品を適切に管理してい
るか

協定書等に従い、適切に修繕を行っているか

パンフレット、ホームページ、実地
調査

ホームページ等による施設の案内を実施して
いるか

利用方法をわかりやすく説明できる仕組みが
構築されているか

事業運営

事業計画書に即し、受託事業を実施している
か

業務計画書、業務報告書、自主
事業計画書、自主事業報告書、
実地調査

施設の目的に沿って、自主事業を実施してい
るか

利用許可、案内等を迅速かつ適切に行ってい
るか

利用者に対して設備、備品等を適切に提供し
ているか

服装、態度等の接遇について適切であるか

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立
しているか

情報提供

施設案内、事業の開催案内等のパンフレット
類を整備し、情報発信に努めているか

利用者対応

要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応
し、可能なものは管理運営に反映しているか

業務マニュアル、意見・苦情等受
付簿、アンケート、実地調査



様式第８号 

非公募による指定候補者の選定理由書 

 

施設名称 甲賀市あいの丘文化公園 

非公募とする根拠 

【甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例】 

（公募によらない指定候補者の選定等） 

第５条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第２条

の規定による公募によらず指定候補者を選定することができる。 

（１） 指定施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認

められるとき。 

（２） 指定施設の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないと

き。 

（３） 指定管理者による管理を行っている指定施設（以下「指定管理施設」

という。）において、当該指定管理施設の指定管理者が引き続き管理を

行うことにより、当該指定管理施設に係る行政サービスの提供及び事

業効果が相当程度期待できるとき。 

（４） その他市長が指定施設の適正な運営を確保するために特に必要と認

めるとき。 

非公募とする具体

的理由 

当公園は、自然との調和を図りながら地域の振興と住民の健康・

体力の増進を目指し、都市住民と地域住民の農林業の体験学習と交

流を図ることを目的とした施設であります。 

また、市民が健康で生きがいを持って暮らすことができ、活発な交

流が出来るような町づくりを推進するための交流拠点施設とし、地

域の活性化を目指しています。 

 

 この一般財団法人土山町緑のふるさと振興会は、農林業の体験学

習交流、情報の収集・土山の情報発信、価値ある特産品の研究や開

発とその普及を通じ、都市住民と地域住民との交流の推進を図り、

土山町の振興活性化に寄与する事を目的とした団体で、旧土山町の

時から委託で管理・運営を行っている実績もあり、地域との係わり

も多く最も指定管理者に適しているため、非公募とするものであ

る。 

指定候補者 一般財団法人土山町緑のふるさと振興会 

上記指定候補者を

選ぶ理由 

一般財団法人土山町緑のふるさと振興会は、農林業の体験学習や交

流、都市住民と地域住民との交流の推進や土山地域の情報の発信を

行うなど、土山町の進行活性化に寄与している団体であり管理業務

内容や施設の立地条件及びこれまでの運営管理実績等から、今後の

事業効果が期待できるものである。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「甲賀市あいの丘文化公園」に関する指定管理者募集 
 

 

 

管理運営基準書 

（業務仕様書） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

令和５年９月 

甲賀市
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１ 本管理運営基準の位置付け 

本基本書は、「甲賀市あいの丘文化公園（以下「本施設」という。）の指定管理者が行

う業務の内容及び履行にあたり要求する一定の水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

地域住民の心身の健全な発達及び連帯意識の向上と市外の方々にも広く利用していた

だく事を目的として適正な施設運営を図ること。 

 

３ 施設の概要 

 甲賀市あいの丘文化公園 

 所在地  甲賀市土山町北土山２２２７番地 

 施設の目的  条例公園 

施設内容 展示広場・文化広場・お祭り広場 

遊具（木製アスレチック５基・スツール） 

駐車場（第１～第３）・洪水調整池・公衆便所（公共下水道） 

 

４ 業務の基準 

１）営業時間及び休園日 

  甲賀市あいの丘文化公園 

 営業時間 午前９時００分～午後１０時００分 

 休園日 特に定めず 

 

２）使用の許可 

指定管理者は、甲賀市公園条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

３）利用料 

（１）利用料金制の導入 

本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料金収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２）利用料の設定 

利用料金は、甲賀市公園条例の規定に従い、以下の金額を上限とし、市と指

定管理者の協議において定めるものとする。 

 

施設名 １時間当たり金額（円） 

展示広場 ５００ 

文化広場 ５００ 

お祭り広場 １，０００ 

 

４）減免規定 

減免に関する事項は、市と指定管理者の協議において定めるものとする。 

 

５）その他の留意事項 

（１）災害対応 

１ 体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令される

ことが予想される場合には、速やかに「警戒態勢」をとり、建設管理課との円滑

かつ確実な連絡体制をとること。 

２ 応応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

 

（２）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏ら

してはならない。また、個人情報の管理について「個人情報の保護に関する法律

（平成15年5月30日法律第57号）」を遵守し、適正な管理を行い、遺漏、紛失、棄

損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

 

（３）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三者

へ漏らしてはならない。 

 

５ 関係法令の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する 
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以下の法令等を遵守すること。 

（１）建築基準法 

（２）建設業法 

（３）都市計画法 

（４）労働基準法 

（５）電気事業法 

（６）水道法 

（７）下水道法 

（８）水質汚濁防止法 

（９）消防法 

（10）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（11）個人情報の保護に関する法律 

（12）資源の有効な利用の促進に関する法律 

（13）エネルギーの利用の合理化に関する法律 

（14）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

（15）身体障害者福祉法 

（16）精神保健及び障害者福祉に関する法律 

（17）甲賀市公園条例 

（18）甲賀市下水道条例 

（19）甲賀市公共下水道使用料条例 

（20）甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

（21）その他の関連法規等 

なお、上記に関する全ての関連施行令・規則等についても含むものとし、また本業務

を行うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令等についても遵守すること。 

また、法令等により資格を必要とする業務の場合は、各有資格者を選任すること。 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１）本施設の運営に関する業務 

１ 施設貸出・受付業務 

２ 展示業務 

３ 備品等貸出業務 

４ 広報宣伝業務 

５ 提案事業 
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２）本施設の維持管理に関する業務 

１ 建築物保守管理業務 

２ 建築設備保守管理業務 

３ 備品等保守管理業務 

４ 駐車場保守管理業務 

５ 清掃業務 

６ 外構保守管理業務 

７ 植栽管理業務 

８ 警備業務 

９ 廃棄物処理業務 

 

７ 本施設の運営に関する業務 

１）一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実施するにあたり、主に以下の点に留意した

上で、適切な業務の実施に努めること。 

１ 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

２ 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応する 

こと。 

３ 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本業務の質の向上への反映に努め

ること。 

 

２）施設貸出・受付業務 

主に以下の点に留意した上で、適切な利用の予約（以下「予約」という。）の貸

出・受付業務を実施すること。 

１ 予約受付の際には、利用しようとする者に関する必要な情報（代表者、人数、

利用日等）を正確に把握し、予約台帳等において適正に管理すること。 

２ 予約は、インターネット等を利用した円滑かつ確実な方法をとること。 

３ 予約のキャンセルや本施設の実際の利用にあたり、利用希望者との間で可能

な限り疑義が生じることのないよう、必要な情報の提供を正確に行うこと。 

４ 本施設を利用しようとする者に関しては、使用期日の５日前までに規定の申

請書の提出を受けるものとする。指定管理者は当該申請書の内容を審査し、

支障がないと認めたときには、規定の承認書を利用しようとする者に対して

交付するものとする。 

５ 利用しようとする者に対する指定管理者の承認は、特別の理由がある場合以
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外は申し込み順によるものとする。 

６ 予約状況等に疑問及び不明な点等があった場合は、必要に応じて利用予定者

に対して確認を行う等、適切な対応を実施し、無断キャンセル等の防止に努

め、本施設の有効活用に努めること。 

 

３）展示業務 

指定管理者は、本施設において定常的に展示サービスを提供し、利用者への接客

を積極的に行い、利用者の啓発に努めること。また、事業評価の結果や利用ニーズ

等を踏まえ、広報、接客、事業活動等を通じて積極的に利用者の増加に努めること。 

指定期間中は、現状の展示物を常設展示として予定しているが、常設展示の展示

替え・企画展示の開催について、指定管理者は積極的な提案を行い、市と協議の上、

展示サービス、利用者満足向上のためのサービス提供を行うこと。 

展示物については、適宜、簡易清掃を行い、美観の向上に努め、また機械機器等

の展示物については適切な点検・保守・修繕を行うこと。 

 

４）備品等貸出業務 

指定管理者は、本施設の利用上に必要な備品を利用者に貸し出すこと。 

 

５）広報宣伝業務 

本施設が公の施設として広く利用者に利用していただけるよう、インターネット

やマスコミ及び地域の情報紙などを活用し、本施設の情報を発信する等、適切な広

報宣伝業務を実施すること。 

 

６）提案事業 

指定管理者は、施設の設置目的を効果的に達成するため、提案事業を実施するこ

とができる。提案事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得

ること。 

提案事業の実施に際しては、指定管理者は本施設を無償で利用することができる。

提案事業で得た収入は、市の収入とするか当該提案事業経費又は指定管理経費に充

てるものとする。なお、特に本施設の設置目的等にふさわしくないと認められる内

容の事業提案については、市が当該事業の実施を認めないことがある。 
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７）自主事業 

指定管理者は、施設の利用者が本施設を快適に利用することができるよう、物品

販売や自動販売機の設置・運営等、効果的な自主事業を実施することができる。自

主事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得ること。 

自主事業を実施することによる経費はすべて指定管理者の負担とし、責任の所在

はすべて指定管理者にあるものとする。 

なお、自主事業を実施する場合には、あらかじめ市と協議し、原則、施設の使用

許可（設置目的内）あるいは目的外使用許可（設置目的外）を受け、利用料もしく

は使用料を支払わなければならない。 

 

８ 本施設の維持管理に関する業務 

１）建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

１ 点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及び指

触等により行うものとする。 

２ 浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、直

ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度に応急

措置を講じ、市と協議の上、さらに適切な措置を執ること。 

３ 劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、特に

注意して点検を行うこと。 

４ 本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこと。 

２）建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機

能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検、及び法定点検等を

実施するものとする。 

（１）運転・監視 

各運動施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効

率的に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 
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点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対応

（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、設備系統ごとに定期的に必

要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能しないこと

が明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切な

対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３）備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

 

４）駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場を常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

１ 車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理等を

行うこと。 

２ 常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、必要

な点検・清掃を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

３ 積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

５）清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

なお、客室の清掃に関しては客室業務の一部として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

するなお、浴場に関する衛生管理業務は別途その内容を規定する。 

１ 業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に有害

な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

２ 清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

３ 害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業するこ

と。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 
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４ 業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JISマーク商品等）

を用いること。 

５ 本施設で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積するこ

と。 

 

６）外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

１ 外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

２ 部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・修

繕を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要な場合は、

適切な応急措置をとること。 

 

７）植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 

１ 利用者の安全を確保するとともに景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数等

を検討して作業を行うこと。 

２ 植物の良好な生育を保つため、病害虫防除や施肥など必要な作業を適切に行う

こと。なお、作業にあたっては利用者の安全確保を考慮すること。 

３ 枯損木や枯損枝は、早期発見に努めるとともに事故の原因となるようなものに

ついては速やかに処理を行うこと。 

 

８）保安警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、夜間の定期的巡回やその他機械警備等、適切な警備業務を実施すること。 

 

９）環境衛生管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

１ 清掃業務において集積した廃棄物を本施設外に搬出し、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」等の関係法令等に準じて、許可業者との契約の上、適正に処理
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すること。 

２ 空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、資源

の再生化に努めること。 

 

９ 本施設の経営管理に関する業務 

１）指定期間前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は、指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

１ 基本協定項目について市との協議及び基本協定の締結。 

２ 現行の管理運営業務の実施者からの業務引継ぎ。 

３ 施設の管理運営上必要な協議・届出等を行い、承認・許可等を得ること。 

４ 配置する職員等の確保、職員研修。 

５ その他指定管理業務を実施するための準備。 

 

２）業務計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、市長の承認を得ること。また、各年度中において当初の計

画から変更等が生じる場合には、変更届を作成し、その内容を市長に提出し、予め

承認を得ること。 

 

３）各年度協定 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

１ 経理に関する事項（指定管理委託料等） 

２ その他業務実施上に必要とされる項目等 

４）業務報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した業務報告書を作成し、

速やかに建設管理課に提出しなければならない。 

１ 管理運営業務の実施状況に関する事項 

２ 施設の利用状況に関する事項 

３ 管理運営に要する経費の支出状況および決算に関する事項 



 

 

10 

 

４ その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５）事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は建設管理課へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるも

のとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行うため、指定管理

者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の詳

細は、協定にて定めることとする。 

 

６）市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力するこ

と。 

 

７）指定管理期間終了後の引継業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 

 

10 その他の重要事項 

１）光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２）修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、建設管理課に報告を行ない、対処方法
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等に関し建設管理課と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、１件当たり、２万円未満の修繕は指定管理者の負担と

し、その金額を超える修繕は市が負担することとする。ただし、指定管理者の責に

よる劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３）保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた損害賠償責任保険、市が所有する動

産・不動産に対する保険等のうち、必要な保険に加入すること。 

必要となる各種保険料は、市が支払う指定管理委託料に含まれるものとするが、

保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、加入・申請

にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準備する。 

 

４）再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、業務計画書に委託内容等

を記載すること。委託業者が決定した場合は、月業務報告書等により、請け負わせ

た者の商号又は名称その他必要な事項を報告すること。 

 

５）自主事業 

指定管理者は、本施設の設置目的に合致し、指定管理業務の実施を妨げない範囲

で自主事業を実施することができる。自主事業を実施しようとする場合は、予め自

主事業に関する業務計画書を建設管理課に提出し、その承認を受けること。 

自主事業を実施する場合は、指定管理者の責任において実施し、指定管理施設を

使用する場合は、その利用料金も指定管理者が負担すること。 

 

６）その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、建設管理課と

協議の上、誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



様式第９号 指定管理者の公共サービス履行等に関する評価調書

【評価者　所属　職　氏名：　建設管理課　課長補佐　大谷浩志　】

【評価日：　　　令和 ５年　６月　１４日】

その他収入

６．確認事項 確認の視点・資料等に〇 評価 特記事項

業務計画書、人員配置計画書、
日報、最低賃金支給、実地調査 Ｂ

勤務表、資格表、実地調査
Ｂ

業務計画書、日報、実地調査
Ｂ

業務計画書、日報、研修関係資
料、訓練記録等、実地調査 Ｂ 年１回

使用料・
利用料

業務計画書、業務報告書（月
次）、日報、経理書類、減免基
準、実地調査

Ｂ

事故記録等、業務計画書、実地
調査 Ｂ
業務計画書、日報、実地調査、
緊急時対応マニュアル Ｂ

個人情報保護 Ｂ

情報公開 Ｂ

Ｂ

Ｂ

法令順守
協定書、実地調査、

Ｂ

施設管理
協議書類、日報

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

１．施設名 甲賀市あいの丘文化公園

２．指定管理者名 （一財）土山町緑のふるさと振興会　代表理事　水上　貢

３．利用状況等（人・円） 令和２年度 令和３年度 令和４年度

延べ利用者数

指定管理料 ¥774,954 ¥838,000 ¥838,000

¥0 ¥0 ¥3,000

利用料金収入 ¥0 ¥0 ¥0

収支 ¥23,302 ¥153,740 ¥-17

４．指定期間 　令和３年４月１日　　～　　令和６年３月３１日

収入計 ¥774,954 ¥838,000 ¥841,000

支出計 ¥751,652 ¥684,260 ¥841,017

緊急対応

事故、災害等の緊急時の連絡体制が確保さ
れているか

緊急時のマニュアルを整備し、定期的に訓練
等を行うなど、職員への指導を実施している
か

個人情報の管理は適正に行われているか
協定書、管理方法（実地調査）

協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表
する体制が整っているか

５．評価対象期間 令和４年４月１日　　～　　令和５年３月３１日

評価項目及び評価の基準

Ⅰ
　
業
務
の
履
行
状
況

人員体制

業務計画書に沿った人員を配置しているか

必要な資格、経験を有する職員を確保してい
るか

障がい者の雇用促進に努めているか

人権研修、業務に必要な研修を実施している
か

利用者からの料金徴収や現金管理等が適切
に実施されているか

第三者委託

指定管理者から第三者への委託が行われて
いる場合、適正な手続きで実施されているか

業務発注書類、
契約書、業務計画書、日報、実
地調査、廃棄物の適正処理にか
かる事項、その他点検業務等指定管理者が再委託している業務の範囲は

適正か

指定管理者は、受託者から業務の報告等を
受けているか

　《Ⅰ総括》　業務の実施体制に関する評価　

管理記録
業務日誌等を適切に整備し保管しているか

日報、点検結果等関係書類、
（実地調査）
車検証、エレベータ、自動ドア、ボ
イラー、消防設備、法定建築物等点検、修繕等の履歴を適切に整備・保管して

いるか

関係法令、条例等を順守しているか

管理運営基準書に従い、開館日や開館時間
等を遵守しているか



６．確認事項 確認の視点・資料等に〇 評価 特記事項評価項目及び評価の基準

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

苦情等の対応 Ｂ

Ｂ

Ｂ

利用案内 Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ 通帳同一

Ｂ

収支状況
業務計画書、業務報告書、団体
又は法人の経営状況がわかる財
務書類

Ｂ

Ａ 軽微な修繕は自己で実施

Ｂ

Ｂ

その他 Ｂ 下記

Ｂ

Ｂ

パンフレット、ホームページ、実地
調査

ホームページ等による施設の案内を実施して
いるか

利用方法をわかりやすく説明できる仕組みが
構築されているか

事業運営

事業計画書に即し、受託事業を実施している
か

業務計画書、業務報告書、自主
事業計画書、自主事業報告書、
実地調査

施設の目的に沿って、自主事業を実施してい
るか

利用許可、案内等を迅速かつ適切に行ってい
るか

利用者に対して設備、備品等を適切に提供し
ているか

服装、態度等の接遇について適切であるか

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立
しているか

情報提供

施設案内、事業の開催案内等のパンフレット
類を整備し、情報発信に努めているか

利用者対応

要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応
し、可能なものは管理運営に反映しているか

業務マニュアル、意見・苦情等受
付簿、アンケート、実地調査

　　《Ⅱ総括》業務の内容・水準に関する評価　

Ⅲ
　
継
続
性
・
安
定
性

経理事務

通帳の明細、帳簿等を備え、適切に経理事務
を行っているか

預金通帳、出納帳、利用申請
書、減免申請書、実地調査（金庫
等）

経理区分を設け、指定管理料を適正に執行し
ているか

料金徴収、減免、還付の手続きを適切に処理
しているか

収支状況が対前年度同期及び当初の目標に
照らし、　妥当な水準であるか

経費削減の
取組

経費削減に向けた取り組みを積極的に実施し
ているか

Ⅱ
　
サ
ー

ビ
ス
の
質

維持管理

管理運営基準書に従い、清掃、警備、衛生管
理等を適切に行っているか

協定書、管理運営基準書、備品
台帳、点検結果、実地調査

管理運営基準書に従い、施設・設備の保守管
理を適切に行っているか

備品台帳を整備し、備品を適切に管理してい
るか

協定書等に従い、適切に修繕を行っているか

総合評価 《Ⅰ～Ⅳ総括》による総合評価

総合コメント
特記事項等
（成果・課題）

草刈り等の維持管理については、適正に業務がなされていた。

基本協定書、管理運営基準書、
業務計画書、実地調査

清掃、警備、保守点検、修繕等の再委託が適
切な水準、内容で実施されているか

　　《Ⅲ総括》経費の収支等に関する評価　

Ⅳ
そ
の
他

　施設の特性において検討すべき点（施設の目
的の達成状況）

　　《Ⅳ総括》　その他に関する評価

















様式第８号 

非公募による指定候補者の選定理由書 

 

施設名称 甲賀市あいの森ふれあい公園・青土ダムエコーバレイ 

非公募とする根拠 

【甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例】 

（公募によらない指定候補者の選定等） 

第５条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第２条

の規定による公募によらず指定候補者を選定することができる。 

（１） 指定施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認

められるとき。 

（２） 指定施設の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないと

き。 

（３） 指定管理者による管理を行っている指定施設（以下「指定管理施設」

という。）において、当該指定管理施設の指定管理者が引き続き管理を

行うことにより、当該指定管理施設に係る行政サービスの提供及び事

業効果が相当程度期待できるとき。 

（４） その他市長が指定施設の適正な運営を確保するために特に必要と認

めるとき。 

非公募とする具体

的理由 

当公園は、自然との調和を図りながら地域の振興と住民の健康・

体力の増進を目指し、都市住民と地域住民の農林業の体験学習と交

流を図ることを目的とした施設であります。 

また、市民が健康で生きがいを持って暮らすことができ、活発な交

流が出来るような町づくりを推進するための交流拠点施設とし、地

域の活性化を目指しています。 

 

 この一般財団法人土山町緑のふるさと振興会は、当公園のほか青

土ダム周辺施設の管理等を行うことを目的として設置された団体

であり、法人の役割、目的等が明確であり、当該法人が指定管理を

行なうことにより、安定的に事業効果が期待できるものである。 

また、これまでの地域との係わりや管理・運営の実績もあり、非公

募により指定管理者とするものである。 

指定候補者 一般財団法人土山町緑のふるさと振興会 

上記指定候補者を

選ぶ理由 

一般財団法人土山町緑のふるさと振興会は、当公園のほか青土ダ

ム周辺施設の管理等を行うことを目的に設置されたものであり、施

設の設置目的や法人の役割等が一致し、当該法人が指定管理者を行

うことにより、安定的に事業効果が期待できるものである。   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「甲賀市あいの森ふれあい公園・青土 

ダムエコーバレイ」に関する指定管理者募集 
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１ 本管理運営基準の位置付け 

本基本書は、「甲賀市あいの森ふれあい公園・青土ダムエコーバレイ（以下「本施

設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及び履行にあたり要求する一定の水準を

示すものである。 

 

２ 基本方針 

地域住民の心身の健全な発達及び連帯意識の向上と市外の方々にも広く利用していた

だく事を目的として適正な施設運営を図ること。 

 

３ 施設の概要 

 甲賀市あいの森ふれあい公園・青土ダムエコーバレイ 

 所在地  甲賀市土山町青土１番地１ 

 施設の目的  条例公園 

 施設内容 管理棟（ブルーシャトー）、 

バンガロー１０棟（木造一階建て 宿泊４名定員）、 

テントサイト１３区画、炊事施設、体験施設１棟、 

多目的広場、林間広場、駐車場、 

テニスコート（クレイコート２面）、 

展望台、照明施設、 

屋外便所 ３棟・・・炊事施設付近・・・・・単独浄化槽 

           多目的広場付近・・・・循環式トイレ 

           林間広場付近・・・・・循環式トイレ 

（緊急呼出装置設置済）           

遊具等（ローラー滑り台１基・鉄製コンビネーション１基・ 

ＦＲＰ製遊具２基） 

浄水場（ろ過施設 等） 

敷地内の給水、汚水排管、電気施設、外溝及び植栽 

その他施設 など 

 

４ 業務の基準 

１）営業時間及び休園日 

  甲賀市あいの森ふれあい公園・青土ダ

ムエコーバレイ 

 営業時間  特に定めず 

 休園日  １２月２５日から翌年１月６日まで 
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２）使用の許可 

指定管理者は、甲賀市公園条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

３）利用料 

（１）利用料金制の導入 

本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料金収入は全て指定管理者の

収入とする。 

 

（２）利用料の設定 

利用料金は、甲賀市公園条例の規定に従い、以下の金額を上限とし、市と指

定管理者の協議において定めるものとする。 

 

施設名 区分 金額（円） 

バンガロー 宿泊 １日 １棟 １２，０００ 

休憩 １時間 １棟 １，２００ 

テントサイト 宿泊 １日 １区画 ４，０００ 

休憩 １時間 １区画 ４００ 

体験施設 宿泊 １日 １室 ９，０００ 

休憩 １時間 １室 ９００ 

宿泊 １日 １棟 ２５，０００ 

休憩 １時間 １棟 ２，５００ 

野外ステージ 

（広場含む。） 

１時間当たり ５００ 

 

４）減免規定 

減免に関する事項は、市と指定管理者の協議において定めるものとする。 

 

５）その他の留意事項 

（１）災害対応 

１ 体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令される

ことが予想される場合には、速やかに「警戒態勢」をとり、建設管理課との円滑

かつ確実な連絡体制をとること。 
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２ 応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

 

（２）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏ら

してはならない。また、個人情報の管理について「個人情報の保護に関する法律

（平成15年5月30日法律第57号）」を遵守し、適正な管理を行い、遺漏、紛失、棄

損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

 

（３）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三者

へ漏らしてはならない。 

 

５ 関係法令の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する 

以下の法令等を遵守すること。 

（１）建築基準法 

（２）建設業法 

（３）都市計画法 

（４）労働基準法 

（５）電気事業法 

（６）水道法 

（７）下水道法 

（８）水質汚濁防止法 

（９）消防法 

（10）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（11）個人情報の保護に関する法律 

（12）資源の有効な利用の促進に関する法律 

（13）エネルギーの利用の合理化に関する法律 

（14）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

（15）身体障害者福祉法 

（16）精神保健及び障害者福祉に関する法律 

（17）甲賀市公園条例 

（18）甲賀市下水道条例 
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（19）甲賀市公共下水道使用料条例 

（20）甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

（21）その他の関連法規等 

なお、上記に関する全ての関連施行令・規則等についても含むものとし、また本業務

を行うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令等についても遵守すること。 

また、法令等により資格を必要とする業務の場合は、各有資格者を選任すること。 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１）本施設の運営に関する業務 

１ 施設貸出・受付業務 

２ 展示業務 

３ 備品等貸出業務 

４ 広報宣伝業務 

５ 提案事業 

 

２）本施設の維持管理に関する業務 

１ 建築物保守管理業務 

２ 建築設備保守管理業務 

３ 備品等保守管理業務 

４ 駐車場保守管理業務 

５ 清掃業務 

６ 外構保守管理業務 

７ 植栽管理業務 

８ 警備業務 

９ 廃棄物処理業務 

 

７ 本施設の運営に関する業務 

１）一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実施するにあたり、主に以下の点に留意した

上で、適切な業務の実施に努めること。 

１ 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

２ 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応する 
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こと。 

３ 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本業務の質の向上への反映に努め

ること。 

 

２）施設貸出・受付業務 

主に以下の点に留意した上で、適切な利用の予約（以下「予約」という。）の貸

出・受付業務を実施すること。 

１ 予約受付の際には、利用しようとする者に関する必要な情報（代表者、人数、

利用日等）を正確に把握し、予約台帳等において適正に管理すること。 

２ 予約は、インターネット等を利用した円滑かつ確実な方法をとること。 

３ 予約のキャンセルや本施設の実際の利用にあたり、利用希望者との間で可能

な限り疑義が生じることのないよう、必要な情報の提供を正確に行うこと。 

４ 本施設を利用しようとする者に関しては、使用期日の５日前までに規定の申

請書の提出を受けるものとする。指定管理者は当該申請書の内容を審査し、

支障がないと認めたときには、規定の承認書を利用しようとする者に対して

交付するものとする。 

５ 利用しようとする者に対する指定管理者の承認は、特別の理由がある場合以

外は申し込み順によるものとする。 

６ 予約状況等に疑問及び不明な点等があった場合は、必要に応じて利用予定者

に対して確認を行う等、適切な対応を実施し、無断キャンセル等の防止に努

め、本施設の有効活用に努めること。 

 

３）展示業務 

指定管理者は、本施設において定常的に展示サービスを提供し、利用者への接客

を積極的に行い、利用者の啓発に努めること。また、事業評価の結果や利用ニーズ

等を踏まえ、広報、接客、事業活動等を通じて積極的に利用者の増加に努めること。 

指定期間中は、現状の展示物を常設展示として予定しているが、常設展示の展示

替え・企画展示の開催について、指定管理者は積極的な提案を行い、市と協議の上、

展示サービス、利用者満足向上のためのサービス提供を行うこと。 

展示物については、適宜、簡易清掃を行い、美観の向上に努め、また機械機器等

の展示物については適切な点検・保守・修繕を行うこと。 

 

４）備品等貸出業務 

指定管理者は、本施設の利用上に必要な備品を利用者に貸し出すこと。 
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５）広報宣伝業務 

本施設が公の施設として広く利用者に利用していただけるよう、インターネット

やマスコミ及び地域の情報紙などを活用し、本施設の情報を発信する等、適切な広

報宣伝業務を実施すること。 

 

６）提案事業 

指定管理者は、施設の設置目的を効果的に達成するため、提案事業を実施するこ

とができる。提案事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得

ること。 

提案事業の実施に際しては、指定管理者は本施設を無償で利用することができる。

提案事業で得た収入は、市の収入とするか当該提案事業経費又は指定管理経費に充

てるものとする。なお、特に本施設の設置目的等にふさわしくないと認められる内

容の事業提案については、市が当該事業の実施を認めないことがある。 

 

７）自主事業 

指定管理者は、施設の利用者が本施設を快適に利用することができるよう、物品

販売や自動販売機の設置・運営等、効果的な自主事業を実施することができる。自

主事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得ること。 

自主事業を実施することによる経費はすべて指定管理者の負担とし、責任の所在

はすべて指定管理者にあるものとする。 

なお、自主事業を実施する場合には、あらかじめ市と協議し、原則、施設の使用

許可（設置目的内）あるいは目的外使用許可（設置目的外）を受け、利用料もしく

は使用料を支払わなければならない。 

 

８ 本施設の維持管理に関する業務 

１）建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

１ 点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及び指

触等により行うものとする。 

２ 浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、直
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ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度に応急

措置を講じ、市と協議の上、さらに適切な措置を執ること。 

３ 劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、特に

注意して点検を行うこと。 

４ 本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこと。 

２）建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機

能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検、及び法定点検等を

実施するものとする。 

（１）運転・監視 

各運動施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効

率的に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対応

（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、設備系統ごとに定期的に必

要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能しないこと

が明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切な

対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３）備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

 

４）駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場を常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 
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１ 車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理等を

行うこと。 

２ 常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、必要

な点検・清掃を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

３ 積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

５）清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

なお、客室の清掃に関しては客室業務の一部として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

するなお、浴場に関する衛生管理業務は別途その内容を規定する。 

１ 業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に有害

な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

２ 清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

３ 害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業するこ

と。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

４ 業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JISマーク商品等）

を用いること。 

５ 本施設で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積するこ

と。 

 

６）外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

１ 外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

２ 部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・修

繕を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要な場合は、

適切な応急措置をとること。 

 

７）植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 

１ 利用者の安全を確保するとともに景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数等
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を検討して作業を行うこと。 

２ 植物の良好な生育を保つため、病害虫防除や施肥など必要な作業を適切に行う

こと。なお、作業にあたっては利用者の安全確保を考慮すること。 

３ 枯損木や枯損枝は、早期発見に努めるとともに事故の原因となるようなものに

ついては速やかに処理を行うこと。 

 

８）保安警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、夜間の定期的巡回やその他機械警備等、適切な警備業務を実施すること。 

 

９）環境衛生管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

１ 清掃業務において集積した廃棄物を本施設外に搬出し、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」等の関係法令等に準じて、許可業者との契約の上、適正に処理

すること。 

２ 空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、資源

の再生化に努めること。 

 

９ 本施設の経営管理に関する業務 

１）指定期間前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は、指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

１ 基本協定項目について市との協議及び基本協定の締結。 

２ 現行の管理運営業務の実施者からの業務引継ぎ。 

３ 施設の管理運営上必要な協議・届出等を行い、承認・許可等を得ること。 

４ 配置する職員等の確保、職員研修。 

５ その他指定管理業務を実施するための準備。 

 

２）業務計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、市長の承認を得ること。また、各年度中において当初の計

画から変更等が生じる場合には、変更届を作成し、その内容を市長に提出し、予め
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承認を得ること。 

 

３）各年度協定 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

１ 経理に関する事項（指定管理委託料等） 

２ その他業務実施上に必要とされる項目等 

４）業務報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した業務報告書を作成し、

速やかに建設管理課に提出しなければならない。 

１ 管理運営業務の実施状況に関する事項 

２ 施設の利用状況に関する事項 

３ 管理運営に要する経費の支出状況および決算に関する事項 

４ その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５）事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は建設管理課へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるも

のとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行うため、指定管理

者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の詳

細は、協定にて定めることとする。 

 

６）市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力するこ

と。 
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７）指定管理期間終了後の引継業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 

 

10 その他の重要事項 

１）光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２）修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、建設管理課に報告を行ない、対処方法

等に関し建設管理課と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、１件当たり、２０万円未満の修繕は指定管理者の負担と

し、その金額を超える修繕は市が負担することとする。ただし、指定管理者の責に

よる劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３）保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた損害賠償責任保険、市が所有する動

産・不動産に対する保険等のうち、必要な保険に加入すること。 

必要となる各種保険料は、市が支払う指定管理委託料に含まれるものとするが、

保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、加入・申請

にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準備する。 

 

４）再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、業務計画書に委託内容等

を記載すること。委託業者が決定した場合は、月業務報告書等により、請け負わせ
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た者の商号又は名称その他必要な事項を報告すること。 

 

５）自主事業 

指定管理者は、本施設の設置目的に合致し、指定管理業務の実施を妨げない範囲

で自主事業を実施することができる。自主事業を実施しようとする場合は、予め自

主事業に関する業務計画書を建設管理課に提出し、その承認を受けること。 

自主事業を実施する場合は、指定管理者の責任において実施し、指定管理施設を

使用する場合は、その利用料金も指定管理者が負担すること。 

 

６）その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、建設管理課と

協議の上、誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 

 

 

 



様式第９号 指定管理者の公共サービス履行等に関する評価調書

【評価者　所属　職　氏名：　建設管理課　課長補佐　大谷浩志　】

【評価日：　　　令和 ５年　６月　１４日】

その他収入

６．確認事項 確認の視点・資料等に〇 評価 特記事項

業務計画書、人員配置計画書、
日報、最低賃金支給、実地調査 Ｃ

勤務表、資格表、実地調査
Ｂ

防火管理者、調理師、酒類
販売

業務計画書、日報、実地調査
Ａ R5.4雇用開始

業務計画書、日報、研修関係資
料、訓練記録等、実地調査 Ｂ 年１回

使用料・
利用料

業務計画書、業務報告書（月
次）、日報、経理書類、減免基
準、実地調査

Ｂ

事故記録等、業務計画書、実地
調査 Ｂ
業務計画書、日報、実地調査、
緊急時対応マニュアル Ｂ マニュアル整備

個人情報保護 Ｂ

情報公開 Ｂ

Ｂ

Ｂ

法令順守
協定書、実地調査、

Ｂ

施設管理
協議書類、日報

Ｂ

Ｂ 一部清掃、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ点検

Ｂ

Ｂ

Ｂ

１．施設名 甲賀市あいの森ふれあい公園青土ダムエコーバレイ

２．指定管理者名 （一財）土山町緑のふるさと振興会　代表理事　水上　貢

３．利用状況等（人・円） 令和２年度 令和３年度 令和４年度

延べ利用者数 5,841 5,788 6,885

指定管理料 ¥6,839,815 ¥7,524,000 ¥7,524,000

¥200,000 ¥500,000 ¥0

利用料金収入 ¥5,674,300 ¥6,512,450 ¥7,398,950

収支 ¥412,589 ¥2,244,950 ¥1,610,599

４．指定期間 　令和３年４月１日　　～　　令和６年３月３１日

収入計 ¥12,714,115 ¥14,536,450 ¥14,922,950

支出計 ¥12,301,526 ¥12,291,500 ¥13,312,351

緊急対応

事故、災害等の緊急時の連絡体制が確保さ
れているか

緊急時のマニュアルを整備し、定期的に訓練
等を行うなど、職員への指導を実施している
か

個人情報の管理は適正に行われているか
協定書、管理方法（実地調査）

協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表
する体制が整っているか

５．評価対象期間 令和４年４月１日　　～　　令和５年３月３１日

評価項目及び評価の基準

Ⅰ
　
業
務
の
履
行
状
況

人員体制

業務計画書に沿った人員を配置しているか

必要な資格、経験を有する職員を確保してい
るか

障がい者の雇用促進に努めているか

人権研修、業務に必要な研修を実施している
か

利用者からの料金徴収や現金管理等が適切
に実施されているか

第三者委託

指定管理者から第三者への委託が行われて
いる場合、適正な手続きで実施されているか

業務発注書類、
契約書、業務計画書、日報、実
地調査、廃棄物の適正処理にか
かる事項、その他点検業務等指定管理者が再委託している業務の範囲は

適正か

指定管理者は、受託者から業務の報告等を
受けているか

　《Ⅰ総括》　業務の実施体制に関する評価　

管理記録
業務日誌等を適切に整備し保管しているか

日報、点検結果等関係書類、
（実地調査）
車検証、エレベータ、自動ドア、ボ
イラー、消防設備、法定建築物等点検、修繕等の履歴を適切に整備・保管して

いるか

関係法令、条例等を順守しているか

管理運営基準書に従い、開館日や開館時間
等を遵守しているか



６．確認事項 確認の視点・資料等に〇 評価 特記事項評価項目及び評価の基準

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

苦情等の対応 Ｂ

Ａ

Ａ

利用案内 Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ 通帳同一

Ｂ

収支状況
業務計画書、業務報告書、団体
又は法人の経営状況がわかる財
務書類

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

その他 Ｂ

Ｂ

Ｂ

パンフレット、ホームページ、実地
調査

ホームページ等による施設の案内を実施して
いるか

利用方法をわかりやすく説明できる仕組みが
構築されているか

事業運営

事業計画書に即し、受託事業を実施している
か

業務計画書、業務報告書、自主
事業計画書、自主事業報告書、
実地調査

施設の目的に沿って、自主事業を実施してい
るか

利用許可、案内等を迅速かつ適切に行ってい
るか

利用者に対して設備、備品等を適切に提供し
ているか

服装、態度等の接遇について適切であるか

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立
しているか

情報提供

施設案内、事業の開催案内等のパンフレット
類を整備し、情報発信に努めているか

利用者対応

要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応
し、可能なものは管理運営に反映しているか

業務マニュアル、意見・苦情等受
付簿、アンケート、実地調査

　　《Ⅱ総括》業務の内容・水準に関する評価　

Ⅲ
　
継
続
性
・
安
定
性

経理事務

通帳の明細、帳簿等を備え、適切に経理事務
を行っているか

預金通帳、出納帳、利用申請
書、減免申請書、実地調査（金庫
等）

経理区分を設け、指定管理料を適正に執行し
ているか

料金徴収、減免、還付の手続きを適切に処理
しているか

収支状況が対前年度同期及び当初の目標に
照らし、　妥当な水準であるか

経費削減の
取組

経費削減に向けた取り組みを積極的に実施し
ているか

Ⅱ
　
サ
ー

ビ
ス
の
質

維持管理

管理運営基準書に従い、清掃、警備、衛生管
理等を適切に行っているか

協定書、管理運営基準書、備品
台帳、点検結果、実地調査

管理運営基準書に従い、施設・設備の保守管
理を適切に行っているか

備品台帳を整備し、備品を適切に管理してい
るか

協定書等に従い、適切に修繕を行っているか

総合評価 《Ⅰ～Ⅳ総括》による総合評価

総合コメント
特記事項等
（成果・課題）

時代に即したキャンプ場施設への転換が必要である。令和４年度は職員採用により、
人員不足が改善された。昨年度の反省を踏まえ、より良い経営を目指されたい。

基本協定書、管理運営基準書、
業務計画書、実地調査

清掃、警備、保守点検、修繕等の再委託が適
切な水準、内容で実施されているか

　　《Ⅲ総括》経費の収支等に関する評価　

Ⅳ
そ
の
他

　施設の特性において検討すべき点（施設の目
的の達成状況）

　　《Ⅳ総括》　その他に関する評価



様式第８号 

非公募による指定候補者の選定理由書 

 

施設名称 甲賀市ブルーリバーパーク 

非公募とする根拠 

【甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例】 

（公募によらない指定候補者の選定等） 

第５条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第２条

の規定による公募によらず指定候補者を選定することができる。 

（１） 指定施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認

められるとき。 

（２） 指定施設の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないと

き。 

（３） 指定管理者による管理を行っている指定施設（以下「指定管理施設」

という。）において、当該指定管理施設の指定管理者が引き続き管理を

行うことにより、当該指定管理施設に係る行政サービスの提供及び事

業効果が相当程度期待できるとき。 

（４） その他市長が指定施設の適正な運営を確保するために特に必要と認

めるとき。 

非公募とする具体

的理由 

当公園は、自然との調和を図りながら地域の振興と住民の健康・

体力の増進を目指し、都市住民と地域住民の農林業の体験学習と交

流を図ることを目的とした施設であります。 

また、市民が健康で生きがいを持って暮らすことができ、活発な交

流が出来るような町づくりを推進するための交流拠点施設とし、地

域の活性化を目指しています。 

 

 この一般財団法人土山町緑のふるさと振興会は、当公園のほか青

土ダム周辺施設の管理等を行うことを目的として設置された団体

であり、法人の役割、目的等が明確であり、当該法人が指定管理を

行なうことにより、安定的に事業効果が期待できるものである。 

また、これまでの地域との係わりや管理・運営の実績もあり、非公

募により指定管理者とするものである。 

 

指定候補者 一般財団法人土山町緑のふるさと振興会 

上記指定候補者を

選ぶ理由 

一般財団法人土山町緑のふるさと振興会は、当公園のほか青土ダム

周辺施設の管理等を行うことを目的に設置されたものであり、施設

の設置目的や法人の役割等が一致し、当該法人が指定管理者を行う

ことにより、安定的に事業効果が期待できるものである。 
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１ 本管理運営基準の位置付け 

本基本書は、「甲賀市ブルーリバーパーク（以下「本施設」という。）の指定管理者が

行う業務の内容及び履行にあたり要求する一定の水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

地域住民の心身の健全な発達及び連帯意識の向上と市外の方々にも広く利用していた

だく事を目的として適正な施設運営を図ること。 

 

３ 施設の概要 

 甲賀市ブルーリバーパーク 

 所在地  甲賀市土山町鮎河２６４２番地 

 施設の目的  条例公園 

施設内容 円形広場、三角広場、浮桟橋、公衆便所（浄化槽）、 

浄化槽施設、揚水ポンプ施設、駐車場、 

敷地内の給水施設・電気施設・外溝及び植栽、その他施設 

 

４ 業務の基準 

１）営業時間及び休園日 

  甲賀市ブルーリバーパーク 

 営業時間 午前９時００分～午後１０時００分 

 休園日 特に定めず 

 

２）使用の許可 

指定管理者は、甲賀市公園条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

３）利用料 

（１）利用料金制の導入 

本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料金収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２）利用料の設定 

利用料金は、甲賀市公園条例の規定に従い、以下の金額を上限とし、市と指

定管理者の協議において定めるものとする。 

 

■利用料 
区 分 

施設名 利用時間 
１時間当たり 

金   額 

円 形 広 場 ９：００～２２：００ ５００円 

  三 角 広 場 ９：００～２２：００ ５００円 

 

４）減免規定 

減免に関する事項は、市と指定管理者の協議において定めるものとする。 

 

５）その他の留意事項 

（１）災害対応 

１ 体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令される

ことが予想される場合には、速やかに「警戒態勢」をとり、建設管理課との円滑

かつ確実な連絡体制をとること。 

２ 応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

 

（２）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏ら

してはならない。また、個人情報の管理について「個人情報の保護に関する法律

（平成15年5月30日法律第57号）」を遵守し、適正な管理を行い、遺漏、紛失、棄

損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

 

（３）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三者

へ漏らしてはならない。 
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５ 関係法令の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する 

以下の法令等を遵守すること。 

（１）建築基準法 

（２）建設業法 

（３）都市計画法 

（４）労働基準法 

（５）電気事業法 

（６）水道法 

（７）下水道法 

（８）水質汚濁防止法 

（９）消防法 

（10）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（11）個人情報の保護に関する法律 

（12）資源の有効な利用の促進に関する法律 

（13）エネルギーの利用の合理化に関する法律 

（14）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

（15）身体障害者福祉法 

（16）精神保健及び障害者福祉に関する法律 

（17）甲賀市公園条例 

（18）甲賀市下水道条例 

（19）甲賀市公共下水道使用料条例 

（20）甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

（21）その他の関連法規等 

なお、上記に関する全ての関連施行令・規則等についても含むものとし、また本業務

を行うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令等についても遵守すること。 

また、法令等により資格を必要とする業務の場合は、各有資格者を選任すること。 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１）本施設の運営に関する業務 

１ 施設貸出・受付業務 

２ 展示業務 
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３ 備品等貸出業務 

４ 広報宣伝業務 

５ 提案事業 

 

２）本施設の維持管理に関する業務 

１ 建築物保守管理業務 

２ 建築設備保守管理業務 

３ 備品等保守管理業務 

４ 駐車場保守管理業務 

５ 清掃業務 

６ 外構保守管理業務 

７ 植栽管理業務 

８ 警備業務 

９ 廃棄物処理業務 

 

７ 本施設の運営に関する業務 

１）一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実施するにあたり、主に以下の点に留意した

上で、適切な業務の実施に努めること。 

１ 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

２ 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応する 

こと。 

３ 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本業務の質の向上への反映に努め

ること。 

 

２）施設貸出・受付業務 

主に以下の点に留意した上で、適切な利用の予約（以下「予約」という。）の貸

出・受付業務を実施すること。 

１ 予約受付の際には、利用しようとする者に関する必要な情報（代表者、人数、

利用日等）を正確に把握し、予約台帳等において適正に管理すること。 

２ 予約は、インターネット等を利用した円滑かつ確実な方法をとること。 

３ 予約のキャンセルや本施設の実際の利用にあたり、利用希望者との間で可能

な限り疑義が生じることのないよう、必要な情報の提供を正確に行うこと。 
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４ 本施設を利用しようとする者に関しては、使用期日の５日前までに規定の申

請書の提出を受けるものとする。指定管理者は当該申請書の内容を審査し、

支障がないと認めたときには、規定の承認書を利用しようとする者に対して

交付するものとする。 

５ 利用しようとする者に対する指定管理者の承認は、特別の理由がある場合以

外は申し込み順によるものとする。 

６ 予約状況等に疑問及び不明な点等があった場合は、必要に応じて利用予定者

に対して確認を行う等、適切な対応を実施し、無断キャンセル等の防止に努

め、本施設の有効活用に努めること。 

 

３）展示業務 

指定管理者は、本施設において定常的に展示サービスを提供し、利用者への接客

を積極的に行い、利用者の啓発に努めること。また、事業評価の結果や利用ニーズ

等を踏まえ、広報、接客、事業活動等を通じて積極的に利用者の増加に努めること。 

指定期間中は、現状の展示物を常設展示として予定しているが、常設展示の展示

替え・企画展示の開催について、指定管理者は積極的な提案を行い、市と協議の上、

展示サービス、利用者満足向上のためのサービス提供を行うこと。 

展示物については、適宜、簡易清掃を行い、美観の向上に努め、また機械機器等

の展示物については適切な点検・保守・修繕を行うこと。 

 

４）備品等貸出業務 

指定管理者は、本施設の利用上に必要な備品を利用者に貸し出すこと。 

 

５）広報宣伝業務 

本施設が公の施設として広く利用者に利用していただけるよう、インターネット

やマスコミ及び地域の情報紙などを活用し、本施設の情報を発信する等、適切な広

報宣伝業務を実施すること。 

 

６）提案事業 

指定管理者は、施設の設置目的を効果的に達成するため、提案事業を実施するこ

とができる。提案事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得

ること。 

提案事業の実施に際しては、指定管理者は本施設を無償で利用することができる。
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提案事業で得た収入は、市の収入とするか当該提案事業経費又は指定管理経費に充

てるものとする。なお、特に本施設の設置目的等にふさわしくないと認められる内

容の事業提案については、市が当該事業の実施を認めないことがある。 

 

７）自主事業 

指定管理者は、施設の利用者が本施設を快適に利用することができるよう、物品

販売や自動販売機の設置・運営等、効果的な自主事業を実施することができる。自

主事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得ること。 

自主事業を実施することによる経費はすべて指定管理者の負担とし、責任の所在

はすべて指定管理者にあるものとする。 

なお、自主事業を実施する場合には、あらかじめ市と協議し、原則、施設の使用

許可（設置目的内）あるいは目的外使用許可（設置目的外）を受け、利用料もしく

は使用料を支払わなければならない。 

 

８ 本施設の維持管理に関する業務 

１）建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

１ 点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及び指

触等により行うものとする。 

２ 浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、直

ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度に応急

措置を講じ、市と協議の上、さらに適切な措置を執ること。 

３ 劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、特に

注意して点検を行うこと。 

４ 本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこと。 

２）建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機

能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検、及び法定点検等を

実施するものとする。 

（１）運転・監視 
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各運動施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効

率的に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対応

（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、設備系統ごとに定期的に必

要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能しないこと

が明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切な

対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３）備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

 

４）駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場を常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

１ 車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理等を

行うこと。 

２ 常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、必要

な点検・清掃を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

３ 積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

５）清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

なお、客室の清掃に関しては客室業務の一部として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

するなお、浴場に関する衛生管理業務は別途その内容を規定する。 
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１ 業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に有害

な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

２ 清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

３ 害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業するこ

と。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

４ 業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JISマーク商品等）

を用いること。 

５ 本施設で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積するこ

と。 

 

６）外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

１ 外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

２ 部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・修

繕を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要な場合は、

適切な応急措置をとること。 

 

７）植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 

１ 利用者の安全を確保するとともに景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数等

を検討して作業を行うこと。 

２ 植物の良好な生育を保つため、病害虫防除や施肥など必要な作業を適切に行う

こと。なお、作業にあたっては利用者の安全確保を考慮すること。 

３ 枯損木や枯損枝は、早期発見に努めるとともに事故の原因となるようなものに

ついては速やかに処理を行うこと。 

 

８）保安警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、夜間の定期的巡回やその他機械警備等、適切な警備業務を実施すること。 
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９）環境衛生管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

１ 清掃業務において集積した廃棄物を本施設外に搬出し、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」等の関係法令等に準じて、許可業者との契約の上、適正に処理

すること。 

２ 空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、資源

の再生化に努めること。 

 

９ 本施設の経営管理に関する業務 

１）指定期間前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は、指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

１ 基本協定項目について市との協議及び基本協定の締結。 

２ 現行の管理運営業務の実施者からの業務引継ぎ。 

３ 施設の管理運営上必要な協議・届出等を行い、承認・許可等を得ること。 

４ 配置する職員等の確保、職員研修。 

５ その他指定管理業務を実施するための準備。 

 

２）業務計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、市長の承認を得ること。また、各年度中において当初の計

画から変更等が生じる場合には、変更届を作成し、その内容を市長に提出し、予め

承認を得ること。 

 

３）各年度協定 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

１ 経理に関する事項（指定管理委託料等） 

２ その他業務実施上に必要とされる項目等 
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４）業務報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した業務報告書を作成し、

速やかに建設管理課に提出しなければならない。 

１ 管理運営業務の実施状況に関する事項 

２ 施設の利用状況に関する事項 

３ 管理運営に要する経費の支出状況および決算に関する事項 

４ その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５）事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は建設管理課へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるも

のとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行うため、指定管理

者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の詳

細は、協定にて定めることとする。 

 

６）市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力するこ

と。 

 

７）指定管理期間終了後の引継業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 

 

10 その他の重要事項 

１）光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 
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２）修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、建設管理課に報告を行ない、対処方法

等に関し建設管理課と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、１件当たり、１万円未満の修繕は指定管理者の負担と

し、その金額を超える修繕は市が負担することとする。ただし、指定管理者の責に

よる劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３）保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた損害賠償責任保険、市が所有する動

産・不動産に対する保険等のうち、必要な保険に加入すること。 

必要となる各種保険料は、市が支払う指定管理委託料に含まれるものとするが、

保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、加入・申請

にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準備する。 

 

４）再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、業務計画書に委託内容等

を記載すること。委託業者が決定した場合は、月業務報告書等により、請け負わせ

た者の商号又は名称その他必要な事項を報告すること。 

 

５）自主事業 

指定管理者は、本施設の設置目的に合致し、指定管理業務の実施を妨げない範囲

で自主事業を実施することができる。自主事業を実施しようとする場合は、予め自

主事業に関する業務計画書を建設管理課に提出し、その承認を受けること。 

自主事業を実施する場合は、指定管理者の責任において実施し、指定管理施設を

使用する場合は、その利用料金も指定管理者が負担すること。 
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６）その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、建設管理課と

協議の上、誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 

 

 

 



様式第９号 指定管理者の公共サービス履行等に関する評価調書

【評価者　所属　職　氏名：　建設管理課　課長補佐　大谷浩志　】

【評価日：　　　令和 ５年　６月　１４日】

その他収入

６．確認事項 確認の視点・資料等に〇 評価 特記事項

業務計画書、人員配置計画書、
日報、最低賃金支給、実地調査 Ｂ

勤務表、資格表、実地調査
Ｂ

業務計画書、日報、実地調査
Ｂ

業務計画書、日報、研修関係資
料、訓練記録等、実地調査 Ｂ 年１回

使用料・
利用料

業務計画書、業務報告書（月
次）、日報、経理書類、減免基
準、実地調査

Ｂ

事故記録等、業務計画書、実地
調査 Ｂ
業務計画書、日報、実地調査、
緊急時対応マニュアル Ｂ

個人情報保護 Ｂ

情報公開 Ｂ

Ｂ

Ｂ

法令順守
協定書、実地調査、

Ｂ

施設管理
協議書類、日報

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

１．施設名 甲賀市ブルーリバーパーク

２．指定管理者名 （一財）土山町緑のふるさと振興会　代表理事　水上　貢

３．利用状況等（人・円） 令和２年度 令和３年度 令和４年度

延べ利用者数 9,522 9,251 11,087

指定管理料 ¥202,157 ¥223,000 ¥223,000

¥0 ¥0 ¥0

利用料金収入 ¥3,679,400 ¥3,217,300 ¥3,930,500

収支 ¥47,188 △ 749,146 65,547

４．指定期間 　令和３年４月１日　　～　　令和６年３月３１日

収入計 ¥3,881,557 ¥3,440,300 ¥4,153,500

支出計 ¥3,834,369 ¥4,189,446 ¥4,087,953

緊急対応

事故、災害等の緊急時の連絡体制が確保さ
れているか

緊急時のマニュアルを整備し、定期的に訓練
等を行うなど、職員への指導を実施している
か

個人情報の管理は適正に行われているか
協定書、管理方法（実地調査）

協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表
する体制が整っているか

５．評価対象期間 令和４年４月１日　　～　　令和５年３月３１日

評価項目及び評価の基準

Ⅰ
　
業
務
の
履
行
状
況

人員体制

業務計画書に沿った人員を配置しているか

必要な資格、経験を有する職員を確保してい
るか

障がい者の雇用促進に努めているか

人権研修、業務に必要な研修を実施している
か

利用者からの料金徴収や現金管理等が適切
に実施されているか

第三者委託

指定管理者から第三者への委託が行われて
いる場合、適正な手続きで実施されているか

業務発注書類、
契約書、業務計画書、日報、実
地調査、廃棄物の適正処理にか
かる事項、その他点検業務等指定管理者が再委託している業務の範囲は

適正か

指定管理者は、受託者から業務の報告等を
受けているか

　《Ⅰ総括》　業務の実施体制に関する評価　

管理記録
業務日誌等を適切に整備し保管しているか

日報、点検結果等関係書類、
（実地調査）
車検証、エレベータ、自動ドア、ボ
イラー、消防設備、法定建築物等点検、修繕等の履歴を適切に整備・保管して

いるか

関係法令、条例等を順守しているか

管理運営基準書に従い、開館日や開館時間
等を遵守しているか



６．確認事項 確認の視点・資料等に〇 評価 特記事項評価項目及び評価の基準

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

苦情等の対応 Ｂ

Ｂ

Ｂ

利用案内 Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ 通帳同一

Ｂ

収支状況
業務計画書、業務報告書、団体
又は法人の経営状況がわかる財
務書類

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

その他 Ｂ

Ｂ

Ｂ

パンフレット、ホームページ、実地
調査

ホームページ等による施設の案内を実施して
いるか

利用方法をわかりやすく説明できる仕組みが
構築されているか

事業運営

事業計画書に即し、受託事業を実施している
か

業務計画書、業務報告書、自主
事業計画書、自主事業報告書、
実地調査

施設の目的に沿って、自主事業を実施してい
るか

利用許可、案内等を迅速かつ適切に行ってい
るか

利用者に対して設備、備品等を適切に提供し
ているか

服装、態度等の接遇について適切であるか

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立
しているか

情報提供

施設案内、事業の開催案内等のパンフレット
類を整備し、情報発信に努めているか

利用者対応

要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応
し、可能なものは管理運営に反映しているか

業務マニュアル、意見・苦情等受
付簿、アンケート、実地調査

　　《Ⅱ総括》業務の内容・水準に関する評価　

Ⅲ
　
継
続
性
・
安
定
性

経理事務

通帳の明細、帳簿等を備え、適切に経理事務
を行っているか

預金通帳、出納帳、利用申請
書、減免申請書、実地調査（金庫
等）

経理区分を設け、指定管理料を適正に執行し
ているか

料金徴収、減免、還付の手続きを適切に処理
しているか

収支状況が対前年度同期及び当初の目標に
照らし、　妥当な水準であるか

経費削減の
取組

経費削減に向けた取り組みを積極的に実施し
ているか

Ⅱ
　
サ
ー

ビ
ス
の
質

維持管理

管理運営基準書に従い、清掃、警備、衛生管
理等を適切に行っているか

協定書、管理運営基準書、備品
台帳、点検結果、実地調査

管理運営基準書に従い、施設・設備の保守管
理を適切に行っているか

備品台帳を整備し、備品を適切に管理してい
るか

協定書等に従い、適切に修繕を行っているか

総合評価 《Ⅰ～Ⅳ総括》による総合評価

総合コメント
特記事項等
（成果・課題）

施設管理について、適正に業務がなされていた。

基本協定書、管理運営基準書、
業務計画書、実地調査

清掃、警備、保守点検、修繕等の再委託が適
切な水準、内容で実施されているか

　　《Ⅲ総括》経費の収支等に関する評価　

Ⅳ
そ
の
他

　施設の特性において検討すべき点（施設の目
的の達成状況）

　　《Ⅳ総括》　その他に関する評価



様式第８号 

非公募による指定候補者の選定理由書 

 

施設名称 甲賀市やまびこ公園 

非公募とする根拠 

【甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例】 

（公募によらない指定候補者の選定等） 

第５条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第２条

の規定による公募によらず指定候補者を選定することができる。 

（１） 指定施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認

められるとき。 

（２） 指定施設の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないと

き。 

（３） 指定管理者による管理を行っている指定施設（以下「指定管理施設」

という。）において、当該指定管理施設の指定管理者が引き続き管理を

行うことにより、当該指定管理施設に係る行政サービスの提供及び事

業効果が相当程度期待できるとき。 

（４） その他市長が指定施設の適正な運営を確保するために特に必要と認

めるとき。 

非公募とする具体

的理由 

当公園は、自然との調和を図りながら地域の振興と住民の健康・体

力の増進を目指した施設であります。 

また、市民が健康で生きがいを持って暮らすことができる事で、他

の地域の方々との活発な交流が出来るような町づくりの推進を行

い、地域の活性化を目指しています。 

 

 この一般財団法人土山町緑のふるさと振興会は、農林業の体験学

習交流、情報の収集・土山の情報発信、価値ある特産品の研究や開

発とその普及を通じ、都市住民と地域住民との交流の推進を図り、

土山町の振興活性化に寄与する事を目的とした団体で、旧土山町の

時から委託で管理・運営を行っている実績もあり、地域との係わり

も多く最も指定管理者に適しているため、非公募とするものであ

る。 

指定候補者 一般財団法人土山町緑のふるさと振興会 

上記指定候補者を

選ぶ理由 

一般財団法人土山町緑のふるさと振興会は、農林業の体験学習や交

流、都市住民と地域住民との交流の推進や土山地域の情報の発信を

行うなど、土山町の進行活性化に寄与している団体であり管理業務

内容や施設の立地条件及びこれまでの運営管理実績等から、今後の

事業効果が期待できるものである。 
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１ 本管理運営基準の位置付け 

本基本書は、「甲賀市やまびこ公園」（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う

業務の内容及び履行にあたり要求する一定の水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

地域住民の心身の健全な発達及び連帯意識の向上と市外の方々にも広く利用していた

だく事を目的として適正な施設運営を図ること。 

 

３ 施設の概要 

 甲賀市やまびこ公園 

 所在地  甲賀市土山町猪鼻３１６番地 

 施設の目的  条例公園 

 施設内容 自由広場 

 

４ 業務の基準 

１）営業時間及び休園日 

  甲賀市やまびこ公園 

 営業時間  特に定めず 

 休園日 特に定めず 

 

２）使用の許可 

指定管理者は、甲賀市公園条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

３）その他の留意事項 

（１）災害対応 

１ 体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令される

ことが予想される場合には、速やかに「警戒態勢」をとり、建設管理課との円滑

かつ確実な連絡体制をとること。 
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２ 応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

 

（２）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏ら

してはならない。また、個人情報の管理について「個人情報の保護に関する法律

（平成15年5月30日法律第57号）」を遵守し、適正な管理を行い、遺漏、紛失、棄

損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

 

（３）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三者

へ漏らしてはならない。 

 

５ 関係法令の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する 

以下の法令等を遵守すること。 

（１）建築基準法 

（２）建設業法 

（３）都市計画法 

（４）労働基準法 

（５）電気事業法 

（６）水道法 

（７）下水道法 

（８）水質汚濁防止法 

（９）消防法 

（10）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（11）個人情報の保護に関する法律 

（12）資源の有効な利用の促進に関する法律 

（13）エネルギーの利用の合理化に関する法律 

（14）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

（15）身体障害者福祉法 

（16）精神保健及び障害者福祉に関する法律 

（17）甲賀市公園条例 

（18）甲賀市下水道条例 
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（19）甲賀市公共下水道使用料条例 

（20）甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

（21）その他の関連法規等 

なお、上記に関する全ての関連施行令・規則等についても含むものとし、また本業務

を行うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令等についても遵守すること。 

また、法令等により資格を必要とする業務の場合は、各有資格者を選任すること。 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１）本施設の運営に関する業務 

１ 施設貸出・受付業務 

２ 広報宣伝業務 

３ 提案事業 

 

２）本施設の維持管理に関する業務 

１ 清掃業務 

２ 植栽管理業務 

３ 廃棄物処理業務 

 

７ 本施設の運営に関する業務 

１）一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実施するにあたり、主に以下の点に留意した

上で、適切な業務の実施に努めること。 

１ 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

２ 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応する 

こと。 

３ 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本業務の質の向上への反映に努め

ること。 

 

２）提案事業 

指定管理者は、施設の設置目的を効果的に達成するため、提案事業を実施するこ

とができる。提案事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得

ること。 
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提案事業の実施に際しては、指定管理者は本施設を無償で利用することができる。

提案事業で得た収入は、市の収入とするか当該提案事業経費又は指定管理経費に充

てるものとする。なお、特に本施設の設置目的等にふさわしくないと認められる内

容の事業提案については、市が当該事業の実施を認めないことがある。 

 

３）自主事業 

指定管理者は、施設の利用者が本施設を快適に利用することができるよう、物品

販売や自動販売機の設置・運営等、効果的な自主事業を実施することができる。自

主事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得ること。 

自主事業を実施することによる経費はすべて指定管理者の負担とし、責任の所在

はすべて指定管理者にあるものとする。 

なお、自主事業を実施する場合には、あらかじめ市と協議し、原則、施設の使用

許可（設置目的内）あるいは目的外使用許可（設置目的外）を受け、利用料もしく

は使用料を支払わなければならない。 

 

８ 本施設の維持管理に関する業務 

１）清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

なお、客室の清掃に関しては客室業務の一部として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

するなお、浴場に関する衛生管理業務は別途その内容を規定する。 

１ 業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に有害

な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

２ 清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

３ 害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業するこ

と。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

４ 業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JISマーク商品等）

を用いること。 

５ 本施設で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積するこ

と。 
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２）植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 

１ 利用者の安全を確保するとともに景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数等

を検討して作業を行うこと。 

２ 植物の良好な生育を保つため、病害虫防除や施肥など必要な作業を適切に行う

こと。なお、作業にあたっては利用者の安全確保を考慮すること。 

３ 枯損木や枯損枝は、早期発見に努めるとともに事故の原因となるようなものに

ついては速やかに処理を行うこと。 

 

３）環境衛生管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

１ 清掃業務において集積した廃棄物を本施設外に搬出し、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」等の関係法令等に準じて、許可業者との契約の上、適正に処理

すること。 

２ 空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、資源

の再生化に努めること。 

 

９ 本施設の経営管理に関する業務 

１）指定期間前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は、指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

１ 基本協定項目について市との協議及び基本協定の締結。 

２ 現行の管理運営業務の実施者からの業務引継ぎ。 

３ 施設の管理運営上必要な協議・届出等を行い、承認・許可等を得ること。 

４ 配置する職員等の確保、職員研修。 

５ その他指定管理業務を実施するための準備。 

 

２）業務計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、市長の承認を得ること。また、各年度中において当初の計

画から変更等が生じる場合には、変更届を作成し、その内容を市長に提出し、予め

承認を得ること。 
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３）各年度協定 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

１ 経理に関する事項（指定管理委託料等） 

２ その他業務実施上に必要とされる項目等 

４）業務報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した業務報告書を作成し、

速やかに建設管理課に提出しなければならない。 

１ 管理運営業務の実施状況に関する事項 

２ 施設の利用状況に関する事項 

３ 管理運営に要する経費の支出状況および決算に関する事項 

４ その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５）事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は建設管理課へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるも

のとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行うため、指定管理

者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の詳

細は、協定にて定めることとする。 

 

６）市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力するこ

と。 
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７）指定管理期間終了後の引継業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 

 

10 その他の重要事項 

１）光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２）修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、建設管理課に報告を行ない、対処方法

等に関し建設管理課と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、１件当たり、１万円未満の修繕は指定管理者の負担と

し、その金額を超える修繕は市が負担することとする。ただし、指定管理者の責に

よる劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３）保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた損害賠償責任保険、市が所有する動

産・不動産に対する保険等のうち、必要な保険に加入すること。 

必要となる各種保険料は、市が支払う指定管理委託料に含まれるものとするが、

保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、加入・申請

にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準備する。 

 

４）再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、業務計画書に委託内容等

を記載すること。委託業者が決定した場合は、月業務報告書等により、請け負わせ
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た者の商号又は名称その他必要な事項を報告すること。 

 

５）自主事業 

指定管理者は、本施設の設置目的に合致し、指定管理業務の実施を妨げない範囲

で自主事業を実施することができる。自主事業を実施しようとする場合は、予め自

主事業に関する業務計画書を建設管理課に提出し、その承認を受けること。 

自主事業を実施する場合は、指定管理者の責任において実施し、指定管理施設を

使用する場合は、その利用料金も指定管理者が負担すること。 

 

６）その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、建設管理課と

協議の上、誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 

 

 

 



様式第９号 指定管理者の公共サービス履行等に関する評価調書

【評価者　所属　職　氏名：　建設管理課　課長補佐　大谷浩志　】

【評価日：　　　令和 ５年　６月　１４日】

その他収入

６．確認事項 確認の視点・資料等に〇 評価 特記事項

業務計画書、人員配置計画書、
日報、最低賃金支給、実地調査 Ｂ

勤務表、資格表、実地調査
Ｂ

業務計画書、日報、実地調査
Ｂ

業務計画書、日報、研修関係資
料、訓練記録等、実地調査 Ｂ 年１回

使用料・
利用料

業務計画書、業務報告書（月
次）、日報、経理書類、減免基
準、実地調査

Ｂ

事故記録等、業務計画書、実地
調査 Ｂ
業務計画書、日報、実地調査、
緊急時対応マニュアル Ｂ

個人情報保護 Ｂ

情報公開 Ｂ

Ｂ

Ｂ

法令順守
協定書、実地調査、

Ｂ

施設管理
協議書類、日報

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

１．施設名 甲賀市やまびこ公園

２．指定管理者名 （一財）土山町緑のふるさと振興会　代表理事　水上　貢

延べ利用者数

３．利用状況等（人・円） 令和２年度 令和３年度 令和４年度

指定管理料 ¥43,602 ¥47,000 ¥47,000

¥0 ¥0 ¥0

利用料金収入 ¥0 ¥0 ¥0

収支 △ 11,844 △ 3,139 △ 23,538

４．指定期間 　令和３年４月１日　　～　　令和６年３月３１日

収入計 ¥43,602 ¥47,000 ¥47,000

支出計 ¥55,446 ¥50,139 ¥70,538

緊急対応

事故、災害等の緊急時の連絡体制が確保さ
れているか

緊急時のマニュアルを整備し、定期的に訓練
等を行うなど、職員への指導を実施している
か

個人情報の管理は適正に行われているか
協定書、管理方法（実地調査）

協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表
する体制が整っているか

５．評価対象期間 令和４年４月１日　　～　　令和５年３月３１日

評価項目及び評価の基準

Ⅰ
　
業
務
の
履
行
状
況

人員体制

業務計画書に沿った人員を配置しているか

必要な資格、経験を有する職員を確保してい
るか

障がい者の雇用促進に努めているか

人権研修、業務に必要な研修を実施している
か

利用者からの料金徴収や現金管理等が適切
に実施されているか

第三者委託

指定管理者から第三者への委託が行われて
いる場合、適正な手続きで実施されているか

業務発注書類、
契約書、業務計画書、日報、実
地調査、廃棄物の適正処理にか
かる事項、その他点検業務等指定管理者が再委託している業務の範囲は

適正か

指定管理者は、受託者から業務の報告等を
受けているか

　《Ⅰ総括》　業務の実施体制に関する評価　

管理記録
業務日誌等を適切に整備し保管しているか

日報、点検結果等関係書類、
（実地調査）
車検証、エレベータ、自動ドア、ボ
イラー、消防設備、法定建築物等点検、修繕等の履歴を適切に整備・保管して

いるか

関係法令、条例等を順守しているか

管理運営基準書に従い、開館日や開館時間
等を遵守しているか



６．確認事項 確認の視点・資料等に〇 評価 特記事項評価項目及び評価の基準

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

苦情等の対応 Ｂ

Ｂ

Ｂ

利用案内 Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ 通帳同一

Ｂ

収支状況
業務計画書、業務報告書、団体
又は法人の経営状況がわかる財
務書類

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

その他 Ｂ

Ｂ

Ｂ

パンフレット、ホームページ、実地
調査

ホームページ等による施設の案内を実施して
いるか

利用方法をわかりやすく説明できる仕組みが
構築されているか

事業運営

事業計画書に即し、受託事業を実施している
か

業務計画書、業務報告書、自主
事業計画書、自主事業報告書、
実地調査

施設の目的に沿って、自主事業を実施してい
るか

利用許可、案内等を迅速かつ適切に行ってい
るか

利用者に対して設備、備品等を適切に提供し
ているか

服装、態度等の接遇について適切であるか

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立
しているか

情報提供

施設案内、事業の開催案内等のパンフレット
類を整備し、情報発信に努めているか

利用者対応

要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応
し、可能なものは管理運営に反映しているか

業務マニュアル、意見・苦情等受
付簿、アンケート、実地調査

　　《Ⅱ総括》業務の内容・水準に関する評価　

Ⅲ
　
継
続
性
・
安
定
性

経理事務

通帳の明細、帳簿等を備え、適切に経理事務
を行っているか

預金通帳、出納帳、利用申請
書、減免申請書、実地調査（金庫
等）

経理区分を設け、指定管理料を適正に執行し
ているか

料金徴収、減免、還付の手続きを適切に処理
しているか

収支状況が対前年度同期及び当初の目標に
照らし、　妥当な水準であるか

経費削減の
取組

経費削減に向けた取り組みを積極的に実施し
ているか

Ⅱ
　
サ
ー

ビ
ス
の
質

維持管理

管理運営基準書に従い、清掃、警備、衛生管
理等を適切に行っているか

協定書、管理運営基準書、備品
台帳、点検結果、実地調査

管理運営基準書に従い、施設・設備の保守管
理を適切に行っているか

備品台帳を整備し、備品を適切に管理してい
るか

協定書等に従い、適切に修繕を行っているか

総合評価 《Ⅰ～Ⅳ総括》による総合評価

総合コメント
特記事項等
（成果・課題）

草刈りなどの維持管理について、適正に実施されている。

基本協定書、管理運営基準書、
業務計画書、実地調査

清掃、警備、保守点検、修繕等の再委託が適
切な水準、内容で実施されているか

　　《Ⅲ総括》経費の収支等に関する評価　

Ⅳ
そ
の
他

　施設の特性において検討すべき点（施設の目
的の達成状況）

　　《Ⅳ総括》　その他に関する評価


